
































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：14 １／１

平成２３年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.6.(2) 1.標準仕様書修正（帳票17） 011
（帳票設計書） 平成22年2月19日議事10の対応

胎児認知の送付目録について下記を追記
”認知届が「胎児認知」の場合は出力しない。”
”出生届に関連受領番号があった場合、関連受領番号の
受付事件名が「胎児認知」の場合は、胎児認知を目録に
出力する。”

2.「平成２２年９月６日 法務省民一第２１９１号」に伴う修正 019
帳票設計書の編集条件を修正 022
戸籍記載許可申請の「訂正・記載の事由」の年齢の箇所
を抽出条件から反映するように修正

3．標準仕様書修正（再製17） 006
「平成14年12月18日民一第3000号民事局長通達 第6」
を追記

 20016-2



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：16 １／１

平成２５年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.6.(2) 1.平成25年1月18日議事2の対応 13
（帳票設計書） 胎児認知の送付目録について下記を追記

”認知届が「胎児認知」の場合は出力しない。”
”出生届に関連受領番号があった場合、関連受領番号の
受付事件名が「胎児認知」の場合は、胎児認知を目録に
出力する。”

2.誤植の修正
誤：「渉外区分」＝2（渉外）かつ 13
正：「渉外区分」＝1（渉外）かつ
に修正。

20016-3 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：18 １／１

平成２７年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.6.(2) 1.標準仕様書修正（帳票21） 011
（帳票設計書） 胎児認知届の届書送付目録について以下のように修正 013

・「処理区分」を「処分区分」に修正（誤植）
・胎児認知届に受理送付区分の条件を追加

20016-4 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：20 １／１

平成２９年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.6.(2) 1.高齢者消除該当一覧(帳票22) 019
（帳票設計書）

高齢者消除で使用する戸籍記載許可申請の訂正・記載の
事由及び趣旨の記述内容は参考記載例１７１を参考にして
いる。参考記載例１７１の内容が見直された場合には、
内容に基づいて修正を行う。」
を追加。

20016-5 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：21 １／１

平成３０年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.6.(2) 1.標準仕様書修正（帳票２４） 19，22
（帳票設計書） 法務省民一第１１３２号通知による高齢者消除の抽出条件

が増えたことによる対応
120歳以上は戸籍の附票が外国住所の場合は、高齢者
消除の対象となる記述に変更

２．「附票」を「戸籍の附票」に修正 19，22

20016-6 
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項番

２１ 認証者の表記 職務代理者が認証する場合は、次に示すように資格敬称を付加して表示する。

　　[市区町村長の場合]　　何々市区町村長 何某　　　職印

　　[職務代理者の場合]　　何々市区町村長　　職務代理者　　助役 何某　　　職印

↓

資格名称（助役，吏員）

２２ 認証文 戸籍施行規則第７３条、７９条の１２を遵守する

２３ 認証印 電子印か朱印を用いる。

電子印（印鑑証明等に用いることの出来る性能を有するハード）を用いる場合は、地

紋入りの用紙を用いること。

２４ 戸籍事務専用 記録された事項単位に管掌者が判別できるようレコード中の管掌者コード等を出

力表示すること。出力位置は、タイトルの左横とする。

　[　例　]

　　　本　　　　　　籍

　　　氏　　　　　　名

戸籍事項

x　x　x　x戸籍編製

身分事項

x　x　x　x出　　　生

管掌者を表すコード

（管掌者コードの４桁）

戸籍事務専用帳票は内部資料の位置付けであり法定の帳票ではない。このため全部事

項証明等の法定の帳票とは性質的に異なるため、認証文から認証印までの出力項目を

下記に示す内容に規定し遵守するものとする。

　[出力項目]

　　・認証文

　　　「これは，戸籍に記録されている全ての事項を出力したものである。」

　　・作成日

　　・市区町村名

　　※管掌者、認証印は出力しない

２５ 再製した戸籍の証明 申出再製により再製した戸籍を全部事項証明書、個人事項証明書で出力する場合、

再製に関する事項は出力しない。

ただし、一部事項証明で再製に関する事項の証明請求があった場合には出力する。

(平成14年12月18日民一第3000号民事局長通達　第6)

改   訂   日   付

平成２３年　３月　１日

作          成          者

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

平成　６年１２月　１日

００６

作   成   日   付

第 ５
６

（７）
帳  票  設  計  書

適      用      業      務      名

証 明 書 概 要 説 明 書

項　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

頁  数

６／７
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１．様式

（１）　Ａ４版横

（２）　出力項目及び様式は規定しないが、極力提示した様式に準ずること。

２．編集条件

（１）　出力サイクル

　　　月次処理とし、１ヶ月分（１日から末日）を編集する。

（２）　抽出条件

　　　受付ファイルのレコード中

　　　　　　「処分区分」＝１（受理）かつ「届書送付目録区分」＝１（有）のレコードを抽出する。

　　　※同一受領番号がある場合には、最新のレコードを対象とする。

　　　　　　認知届が「胎児認知」かつ「受理送付区分」=1（受理）の場合は出力しない。

　　　　　　出生届に関連受領番号があった場合、関連受領番号の受付事件名が「胎児認知」の場合は、

　　　　　　胎児認知を目録に出力する。

（３）　明細出力順位

　　　①［処理年月日］・・・・・・・・・・昇順

　　　②［受付年月日］・・・・・・・・・・昇順

　　　③［受領番号］

　　　※［処理年月日］は、［発年月日］＝スペースのとき、［受付年月日］

　　　　　　　　　　　　　　　　［発年月日］≠スペースのとき、［収年月日］

３．運用関係

特になし

０１１

作   成   日   付

第 ５
６

（７）
帳  票  設  計  書

適      用      業      務      名

本 籍 人 届 書 送 付 目 録

頁  数

１／１

改   訂   日   付

平成２７年　３月　１日

作          成          者

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

平成　６年１２月　１日

20029 
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１．様式

（１）　Ａ４版横

（２）　出力項目及び様式は規定しないが、極力提示した様式に準ずること。

２．編集条件

（１）　出力サイクル

　　　月次処理とし、１ヶ月分（１日から末日）を編集する。

（２）　抽出条件

　　　受付ファイルのレコード中

　　　　　　「渉外区分」＝1（渉外）かつ

　　　　　　「処分区分」＝１（受理）かつ

　　　　　　「届書送付目録区分」＝１（有）のレコードを抽出する。

　　　※同一受領番号がある場合には、最新のレコードを対象とする。

　　　　　　認知届が「胎児認知」かつ「受理送付区分」=1（受理）の場合は出力しない。

　　　　　　出生届に関連受領番号があった場合、関連受領番号の受付事件名が「胎児認知」の場合は、

　　　　　　胎児認知を目録に出力する。

（３）　明細出力順位

　　　①［処理年月日］・・・・・・・・・・昇順

　　　②［受付年月日］・・・・・・・・・・昇順

　　　③［受領番号］

　　　※［処理年月日］は、［発年月日］＝スペースのとき、［受付年月日］

　　　　　　　　　　　　　　　　［発年月日］≠スペースのとき、［収年月日］

３．運用関係

特になし

０１３

適      用      業      務      名 作   成   日   付 改   訂   日   付

渉 外 届 書 写 送 付 目 録 平成　６年１２月　１日 平成２７年　３月　１日

第 ５
６

（７）

作          成          者 頁  数

帳  票  設  計  書
シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会 １／１

20031 
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２１

１．様式

（１）　Ａ４版横

（２）　サンプル提示

　　（提示した帳票設計は、東京法務局の確認済み）

２．編集条件

（１）　出力サイクル

　　　随時（数回／年）

（２）　抽出条件

　　１0０歳以上の年齢を任意で入力できることとする。

　　但し、抽出は下記条件を満たすこととする。

　　①１2０歳以上（個人特定の出生日）

　　　・住所不明（戸籍の附票に記載がない、附票ファイルの住所がスペース、消除されたデータのみ）

　　　　（平成２２年９月６日　法務省民一第２１９１号）

　 　・戸籍の附票に外国住所が記載されたもの　（平成２９年９月１９日　法務省民一第１１３２号）

　　②１００歳以上１１９歳以下（個人特定の出生日）

　　　・住所不明（戸籍の附票に記載がない、附票ファイルの住所がスペース、消除されたデータのみ）

　　　・該当戸籍内に１００歳未満の在籍者がいない

　　※基準日を設けての抽出については、任意の機能とする。

（３）　明細出力条件

　　　特になし

　　　但し、同一戸籍内に複数人該当する場合は、連続して出力すること

３．運用関係

（１）　システムで上記条件に合致する該当者を抽出し一覧表を出力する。

　　　その後、高齢者消除の要件に満たしているか職員による調査を行い、法務局に提出する申請書を

　　　作成する。　申請書作成以降に関しては、運用に合わせてシステム化を行う。

　　　[　第７－２（１８）　一括処理　]を参考

（２）　高齢者消除該当一覧で許可申請を行う場合は、事前に法務局との確認が必要。

４．その他

高齢者消除で使用する戸籍記載許可申請の訂正・記載の事由及び趣旨の記述内容は，

参考記載例１７１を参考にしている。参考記載例１７１が見直された場合には、内容に基づいて修正を行う。

０１９

適      用      業      務      名 作   成   日   付 改   訂   日   付

高 齢 者 消 除 該 当 一 覧 平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日

第 ５
６

（2）

作          成          者 頁  数

帳  票  設  計  書
シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会 １／１

20037 
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1 0 1 0

1 1 1 1

1 2 （ ） （ ） 1 2

1 3 1 3

1 4 （ ） 1 4

1 5 （ ） 1 5

1 6 1 6

1 7 1 7

1 8 1 8

1 9 （ ） 1 9

2 0 2 0

2 1 2 1

2 2 2 2

2 3 （ ） 2 3

2 4 （ ） 2 4

2 5 （ ） 2 5

2 6 2 6

2 7 2 7

2 8 2 8

2 9 2 9

3 0 3 0

3 1 、 3 1

3 2 3 2

3 3 3 3

3 4 3 4

3 5 3 5

3 6 3 6

3 7 3 7
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4 0 4 0

4 1 4 1

4 2 4 2

4 3 4 3

4 4 4 4

4 5 4 5

4 6 4 6

4 7 4 7

4 8 4 8

4 9 4 9

5 0 5 0

5 1 5 1

5 2 5 2

5 3 5 3

5 4 5 4

5 5 5 5

5 6 5 6

全 附 票 （部 事 項 証 明 、

を請申記上

添 付 資 料

。るす可許

９ ９ ９Ｋ ９

）

日

号

９ ９ 日

９ ９Ｋ 年 月

【 除 籍

と を

高 齢 者 消

事

】 Ｋ Ｋ ９ ９ 年

０２２

日

し写

９ ９ 月

第

戸 籍 の

【 ９ 日９ ９可許
－例載記

月 ９

る亡 の 記 載い て本件 。を し て 除人 に つ 、 死 籍 す

は 、 戸 籍0 の未 満

も

と籍 の 附 あ る1 2 0 歳 で

で あ る こ 確 認 し票 が 空 欄 た 。

以 上 は 、 こな お 、
す る 。の 記 載 をっ て 死 亡

戸 票 欄が 空

、 職と 認 め ら 権 をれ る の でし た も ので に 死 亡な く 、 す
明 ら以 上 で そは 、件 か での 所 在 が

申
Ｋ

９ ９

９ (3) ９ 歳本 人

年 ９ ９ 月
Ｋ

Ｋ Ｋ

９ ９ 日

Ｋ

Ｋ

Ｋ

請

Ｋ

日

Ｋ Ｋ ９ ９
発 第 ９

査調

月 ９ ９ 日９ 年 ９ ９

号

通 知票民住票

９

附

Ｋ

戸籍記載許可申請

受 付 年 月 日 Ｋ Ｋ ９

21

作          成          者

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

作   成   日   付 改   訂   日   付

平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日

頁  数

１／１

版

受 領 番 号

殿

事 件 本 人

Ｋ

戸

戸 籍 記 載 許 可 申 請

籍 記 載書 類 調 査

Ｋ

記 載

Ｋ Ｋ

帳  票  設  計  書

作   　　   業   　　   名

　高齢者消除　

帳票番号 帳票名

第 ５
６

（2）

事

氏 名

日月年生 ９ ９

Ｋ

事 由

年 ９

上 記

９ 月

訂 正 ・ 記 載 の

Ｋ Ｋ

Ｋ

本 籍

筆 者頭

Ｋ
Ｋ

、 1 2 歳国 住 所 で あ るも し く は 外

の除

附

年９９ＫＫ】日

こ と

－
旨 記上訂 正 ・ 記 載 の 趣

※年齢は、抽出条件で入力した内容を反映する 

20040 





































































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：14 １／１

平成２３年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.6.(3)
（帳票項目一覧表） 1.「平成２２年９月６日 法務省民一第２１９１号」に伴う修正 007

戸籍記載許可申請の「訂正・記載の事由」の年齢の箇所
を抽出条件から反映するように修正したことによる、項目
追加

 20073-2
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Ｎｏ．

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

許可日

年齢

生年月日

筆頭者

高齢者消除の許可日

除籍日

受付年月日

30

10

漢字

氏名

首長氏名 漢字

本籍 50

2

市区町村名＋役職名

手書き

漢字

管轄法務局長

発行部署

発行番号

申請日

手書き ２段編集

手書き

漢字 元号のみ

数字 抽出条件で入力した年齢3

漢字 元号Ｚ９年Ｚ９月Ｚ９日

漢字 元号Ｚ９年Ｚ９月Ｚ９日

漢字

漢字

漢字 元号Ｚ９年Ｚ９月Ｚ９日

帳 票 項 目 一 覧 表

適      用      業      務      名 作   成   日   付

第 ５
６

（３）

頁  数

１／１シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

平成 ６ 年１２月 １ 日

寸　法

平成２３年　３月　１日

改   訂   日   付

００７

枚数

(11)

10

3

10

(11)

(11)

30

15

編集方法 備    考

漢字 元号Ｚ９年Ｚ９月Ｚ９日

項    目    名

複写枚数単・連区分

単票

定・汎区分

汎用

帳　票　名

戸籍記載許可申請 A４横

 20080









































































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：14 １／１

平成23年3月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.7.(2) 標準仕様書修正
（ファイル仕様書）

1．ファイル仕様書
（1） 戸籍（身分事項欄項目・失踪宣告/失踪者） ０9０

・ 失笑宣告の裁判確定日が事件発生日となるよう修正

 20115-2



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：14.1 １／１

平成２３年9月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.7.(2) 標準仕様書修正
（ファイル仕様書）

1．ファイル仕様書
（1） 戸籍（身分事項欄項目・親権） ０76

・標準仕様書１３版の修正(親権届)
【修正内容】
中間ファイル編集(仮戸籍)身分事項
親権者資格が養父、養母の際に漢字氏名を移送するよう
修正をおこなった。
→ファイル仕様書の修正が行われていなかった。

2．ファイル仕様書
（1）民法改正に伴う標準仕様書改版 076　077

（親権、未成年後見、就籍、平成１５年法律第１１１号３条） 078　079 121
146-1

（2）上記にともない親権、未成年後見　のレコード長変更 146-2
親権　：　3200ﾊﾞｲﾄ　→　4000ﾊﾞｲﾄ 146-2-1
未成年後見　：　3200ﾊﾞｲﾄ　→　5000ﾊﾞｲﾄ 146-3

146-3-1
146-4
167-1

20115-3 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：20 １／１

平成２９年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第５．７．（２） 1．標準仕様書修正
(ファイル仕様書)

１．ファイル仕様書
（受２０５）

ファイル仕様書説明文の検索キーに生年月日を 173
検索補助キーに受理送付区分を追記する。
※併せて項目名を分かりやすく修正する。

20115-4 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：22 １／１

平成３１年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.7.(2) 標準仕様書修正
（ファイル仕様書）

1．ファイル仕様書
第4版:「成年後見法施行によるシステム対応」の修正漏 ０76
れの対応をする。

20115-5 

































































































































































版

 戸    籍    (身分事項欄項目・親権) 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

⇒身分事項記録コード：1301 4000

Ｎｏ．

1

2

3

6

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

事件発生日　２８/３０

事件発生日　２１/３０無

無 事件発生日　３０/３０

無

事件発生日　２７/３０

無 事件発生日　　５/３０

無 事件発生日　　９/３０

無 事件発生日　　７/３０

管理権執行停止 ９（　　８） 無 無

無 事件発生日　１５/３０

事件発生日　２０/３０

無

事件発生日　１７/３０

無 事件発生日　１８/３０

事件発生日　１９/３０

無

事件発生日　　１/３０

事件発生日　　３/３０

事件発生日　１６/３０管理権辞任日

無

９（　　８） 無

無

無無

無

　氏名 Ｋ（　３０）

無

無

無

無

無

無

９（　　３）

親権に服した日

親権に服さなくなった日

親権喪失宣告の裁判確定日

事件発生日　　４/３０無

親権者変更の裁判確定日

076

　資格名称 Ｋ（　３０） 無

９（　　８）

無 事件発生日　２２/３０

無 事件発生日　２３/３０

９（　　８） 無 事件発生日　２９/３０

９（　　８）

無

無

無 事件発生日　１２/３０

無 事件発生日　１３/３０

無

無 事件発生日　　８/３０

事件発生日　１１/３０無

事件発生日　　６/３０

無 事件発生日　１０/３０

無

無

無

事件発生日　１４/３０

親権回復日

親権者職務執行停止の裁判失効日

親権停止の審判取消しの裁判確定日

無

無

無

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

無

無

９（　　８）

管理権喪失宣告の裁判確定日

無

無

親権喪失宣告取消しの裁判確定日

９（　　８）

無

無

管理権喪失宣告取消しの裁判確定日

親権辞任日

親権者変更の調停成立日

共同親権に服した日

管理権回復日

　資格

管理権執行停止の裁判失効日

親権代行者改任の裁判発効日

及び代行者選任の裁判発効日

親権者

及び代行者選任の裁判発効日

親権停止の審判確定日

管理権代行者改任の裁判発効日

親権者職務執行停止

戸籍（身分事項）

親権者を定められた日

改   訂   日   付

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

ファイル名

作   成   日   付

平成 6 年12月 1 日

備考繰り返し個数

無

無 無 事件発生日　　２/３０

頁  数

1／4シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

副次キー項目メインキー項目

平成23年9月30日

媒  体

第 ２
４

（８）

タイプ（桁数）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　８）

無

無

無

無

有

項    目    名

９（　　８）親権者を定めた日

親権者となった日

親
権

親権者を定める裁判確定日

親権者を定める調停成立日

９（　　８）

ｺｰﾄﾞ化の有無

無

親権喪失の審判確定日 ９（　　８） 無 無

事件発生日　２４/３０

管理権喪失の審判取消しの裁判確定日 ９（　　８） 無 無

事件発生日　２５/３０

親権喪失の審判取消しの裁判確定日 ９（　　８） 無 無

事件発生日　２６/３０管理権喪失の審判確定日 ９（　　８） 無 無

20195 



版

 戸    籍    (身分事項欄項目・親権) 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

4000

Ｎｏ．

077

執
行
停
止

職務執行停止を受けた者

 資格

 資格名称

　資格名称

管理権回復者

41

管
理
権

執
行
停
止

管理権執行停止を受けた者

 資格

 資格名称

36

親
権
辞
任

37

管
理
権
辞
任

38

親
権
回
復

39

管
理
権
回
復

40

職
務

34

親権喪失取消者

 資格

 資格名称
取
消

 資格名称

35

管
理
権
喪
失

取
消

管理権喪失取消者

 資格

 資格名称

　資格名称

有

９（　　３）

Ｋ（　３０）

　資格名称

管
理
権
喪
失

無

親
権
喪
失

親権喪失者

　資格

　資格名称

無

親
権
喪
失

９（　　３）　資格

Ｋ（　３０） 無 無

Ｋ（　３０） 無 無

９（　　３） 有 無

Ｋ（　３０）

頁  数

2／4シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

副次キー項目メインキー項目

平成23年9月30日

媒  体

項目のバイト数

Ｋ（　３０）

９（　　３）

Ｋ（　３０）

９（　　３）

９（　　３）

項    目    名 ｺｰﾄﾞ化の有無

管理権辞任者

　資格

　資格名称

第 ２
４

（８）

戸籍（身分事項）

改   訂   日   付

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

ファイル名

作   成   日   付

平成 6 年12月 1 日

９（　　３）

９（　　３）

管理権喪失者

 資格

32

33

Ｋ（　３０）

親権辞任者

無有

無 無

有

９（　　３）

９（　　３）

Ｋ（　３０） 無

Ｋ（　３０） 無

有

無

有

　資格

親権回復者

　資格

備考繰り返し個数

無

無

無無

有

Ｋ（　３０）

無

無

無

無

無

無

有 無

無

無

無

有

無

有

無

無

20196 



版

 戸    籍    (身分事項欄項目・親権) 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

4000

Ｎｏ．

42

44

45

46

48

49

51

53

56

57

58

59

60

61

078

届出人

親権停止取消者

９（　　３） 無

無

無

　資格名称

　資格名称 Ｋ（　３０） 無 無

　資格

無 無

無

無

無

無

Ｋ（　５０）

９（　　８）

無

無

無

無

無

無

無

無

無 無

無

無

有 無

無

無

無

無

無

備考繰り返し個数

無

無

無

無

無

Ｋ（　３０）

無

無

Ｋ（　３０）

有

管理権代行者の戸籍

届出日 ９（　　８）

Ｋ（　３０）

Ｋ（　５０）

親権停止者

　資格

管理権代行者の生年月日 ９（　　８）

９（　　３）

　本籍

　筆頭者

管理権代行者の国籍

親権停止期間

Ｋ（　３０）

Ｋ（　３０）

許可を受けた者

第 ２
４

（８）

戸籍（身分事項）

改   訂   日   付

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

ファイル名

作   成   日   付

平成 6 年12月 1 日

受理者

許可書謄本の送付を受けた日

許可日

無

無

送付を受けた日 ９（　　８） 無

頁  数

3／4シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

副次キー項目メインキー項目

平成23年9月30日

媒  体

項目のバイト数

Ｋ（　５０）

Ｋ（　５０）

Ｋ（　５０）

９（　　８）

Ｋ（　３０）

９（　　８）

９（　　８）

９（　　３）

Ｋ（　３０）

Ｋ（　３０）

Ｋ（　５０）

Ｋ（　３０）

９（　　３）

項    目    名 ｺｰﾄﾞ化の有無

無

無

　資格名称

　氏名

記録嘱託日

届出人

　資格

　資格

　資格名称

　氏名

無

無

無

無

管理権代行者

無

無

無

無

無

無

親権代行者の国籍

親権代行者の生年月日

無

無

親権代行者

親権代行者の戸籍

　本籍

Ｋ（　３０）

無

　筆頭者

許
可

43

　
親
権
代
行

　
届
出

送
付

47

55

54

50

親
権
停
止

　
管
理
権
代
行

52

親
権
停
止
取
消

20197 



版

 戸    籍    (身分事項欄項目・親権) 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

4000

Ｎｏ．

62 従前の記録

(例) 　　記録を消除する際に記録する。

【従前の記録】 　【従前の記録】中のインデックスを表記する際には段落ちで表示．

　～

　

63 記録 記録日

64 特記 特記事項

65

｢親権者　母｣

079

従
前
記
録

無Ｋ（５００）

親権(管理権)喪失宣告取消において先の親権(管理権)喪失宣告の

　　【親権喪失宣告の裁判確定日】平成７年・・
　　【親権喪失取消者】父

　　【届出日】平成７年・・
　　【届出人】親権者母

【従前の記録】の各事項の保有方法はメーカに一任する。

無

項    目    名 ｺｰﾄﾞ化の有無

無

項目のバイト数

Ｘ（４６６）

９（　　８）

予備

無

－
無

－
無Ｋ（１００）

事件発生日がない場合
もある。

備考繰り返し個数

頁  数

4／4シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

平成23年9月30日

第 ２
４

（８）

戸籍（身分事項）

改   訂   日   付

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

ファイル名

作   成   日   付

平成 6 年12月 1 日

副次キー項目 媒  体メインキー項目

20198 























版

 戸    籍    (身分事項欄項目・失踪宣告/失踪者） 14

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

⇒身分事項記録コード：1701 3200

Ｎｏ．

１

２

３

５

６

７

８

９

１０ 除籍

１１ 特記

１２

許可を受けた者

　除籍日

予備

死亡とみなされる日

失踪宣告の裁判確定日

受理者

４

届
出

　資格名称

　氏名

090

　資格

許可日

許可書謄本の送付を受けた日

送付を受けた日

９（　　８）

Ｋ（ １００）

Ｘ（ 　2621）

　特記事項

９（　　８）

送
付

ｺｰﾄﾞ化の有無

無

タイプ（桁数）

Ｋ（  ３０）

９（　　８）

９（　　３）

Ｋ（  ３０）

平成 ６ 年１２月 １ 日

頁  数

1／1シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

副次キー項目メインキー項目

平成23年　3月  1日

改   訂   日   付

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

ファイル名

作   成   日   付

媒  体

第 ２
４

（８）

戸籍（身分事項）

項    目    名

届出人

Ｋ（  ５０）

９（　　８）

Ｋ（  ５０）

９（　　８）許
可

届出日 ９（　　８）

９（　　８）

無

有

無

無

無

無

無

無

無

ー

無

無

無

備考繰り返し個数

無

無 事件発生日

無

ー

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

失
踪宣
告
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版

  戸    籍  （身分事項欄項目・就籍） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） ⇒  身分事項記録コード：3401 ３２００

Ｎｏ．

1

2

3

4

5

6

7

8 送付を受けた日

9 受理者

10 許可日

11 許可書謄本の送付を受けた日

12 許可を受けた者

13 記録 記録日

14 特記 特記事項

15 予備

無

無

無

無

無

無

-

事件発生日　１/4

事件発生日　2/4

事件発生日　3/4

事件発生日　4/4

無

無

無

無

無

無

無

無

K（100）

K（ 2597）

無

無

無

無

無

無

有

無

無

無

無

無

無

無

無

無

-

９（　3）

K（ 30）

K（ 30）

９（　 8）

K（ 50）

９（　 8）

９（　 8）

K（ 50）

９（　 8）

121

項目のバイト数項    目    名

平成6年12月1日

第 ２
４

（８）

届出人

資格

就
籍

届
出

送
付

許
可

国籍存在確認の裁判確定日

親子関係存在確認の裁判確定日

届出日

就籍届出日

資格名称

氏名

９（　 8）

９（　 8）

９（　 8）

９（　 8）

９（　 8）

９（　 8）

就籍許可の裁判確定日

就籍許可の裁判発効日

頁  数

１／１シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

平成23年9月30日

作   成   日   付 改   訂   日   付

副次キー項目メインキー項目 媒  体

備    考繰り返し個数ｺｰﾄﾞ化の有無

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

ファイル名

無

無

20240 





















































版

  戸    籍  （身分事項項目・未成年者の後見） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） ⇒  身分事項記録コード：４１０１ 5000

Ｎｏ．

1 未成年後見人就職日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １／３２

2 未成年後見監督人就職日 事件発生日  ２／３２

3 未成年後見人選任の裁判確定日 　　９（　　　８） 事件発生日  ３／３２

4 未成年後見監督人選任の裁判確定日 　　９（　　　８） 事件発生日  ４／３２

5 未成年者の後見開始事由 Ｋ（　　５０） 無 無

6 未成年後見人更迭事由の発生日 ９（　　　８） 無 無 ＊１

7 未成年後見監督人更迭事由の発生日 ９（　　　８） 無 無 ＊２

8 更迭事由 Ｋ（　　５０） 無 無

9 前任の未成年後見人

   資格 ９（　　　３） 有 無

   資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

   氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

10 前任の未成年後見監督人

   資格 ９（　　　３） 有 無

   資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

   氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

11 後任の未成年後見人就職日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ５／３２

12 後任の未成年後見監督人就職日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ６／３２

13 未成年後見人地位喪失事由の発生日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ７／３２

14 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ８／３２

15 地位喪失事由 Ｋ（　　５０） 無 無

16 未成年者の後見終了日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ９／３２

17 未成年者の後見監督終了日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １０／３２

18 未成年後見人辞任許可の裁判確定日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １１／３２

19 未成年後見監督人辞任許可の ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １２／３２

裁判確定日

20 未成年後見人解任の裁判確定日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １３／３２

21 未成年後見監督人解任の裁判確定日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １４／３２

22 未成年後見人職務執行停止及び ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １５／３２

代行者選任の裁判発効日

23 未成年後見監督人職務執行停止及び ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １６／３２

代行者選任の裁判発効日

頁  数

１／４シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会
フ ァ イ ル 仕 様 書

主      管      課      名

平成6年12月　１日

未成年後見監督人地位喪失事由の発生日

未
成
年
者
の
後
見

第 ２
４

（８）

平成 23年 9月30日

作   成   日   付 改   訂   日   付適      用      業      務      名

媒  体

備    考項    目    名 繰り返し個数ｺｰﾄﾞ化の有無項目のﾊﾞｲﾄ数

副次キー項目ファイル名 メインキー項目

１４６－１

無 無

９（　　　８） 無 無

無 無

20266 



版

  戸    籍  （身分事項項目・未成年者の後見） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） 5000

Ｎｏ．

24 未成年後見人職務執行停止の裁判失効日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １７／３２

25 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １８／３２

26 未成年後見代行者改任の裁判発効日 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  １９／３２

27 未成年後見監督代行者改任の ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２０／３２

裁判発効日

28 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２１／３２

29 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２２／３２

30 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２３／３２

31 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２４／３２

32 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２５／３２

33 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２６／３２

34 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２７／３２

35 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２８／３２

36 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ２９／３２

37 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ３０／３２

38 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ３１／３２

39 ９（　　　８） 無 無 事件発生日  ３２／３２

１４６－２

分掌行使の定めの取消しの裁判確定日

権限に限定する定めの裁判確定日

権限に限定する定めの裁判確定日

権限に限定する定めの取消しの裁判確定
日

単独行使の定めの取消しの裁判確定日

分掌行使の定めの取消しの裁判確定日

権限単独行使の定めの裁判確定日

未成年後見監督人の財産に関する権限

単独行使の定めの取消しの裁判確定日

未成年後見監督人の財産に関する

未成年後見人の権限を財産に関する権限

未成年後見監督人の権限を財産に関する

未成年後見人の財産に関する権限

未成年後見監督人の財産に関する権限

未成年後見人の財産に関する権限

２／４

備    考繰り返し個数ｺｰﾄﾞ化の有無項目のﾊﾞｲﾄ数

平成6年12月　１日 平成 23年 9月30日

作   成   日   付 改   訂   日   付

メインキー項目

権限単独行使の定めの裁判確定日

権限分掌行使の定めの裁判確定日

未成年後見人の権限を財産に関する

未成年後見監督人の権限を財産に関する

未成年後見人の財産に関する

頁  数

権限分掌行使の定めの裁判確定日

に限定する定めの取消しの裁判確定日

項    目    名

第 ２
４

（８）

適      用      業      務      名

主      管      課      名

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会
フ ァ イ ル 仕 様 書

副次キー項目ファイル名

未成年後見監督人の財産に関する

未成年後見人の財産に関する

媒  体

未成年後見監督人職務執行停止の

裁判失効日

20267 



版

  戸    籍  （身分事項項目・未成年者の後見） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） 5000

Ｎｏ．

40 未成年後見人

   資格 ９（　　　３） 有 無

   資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

   氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

41 未成年後見人の戸籍

   本籍 Ｋ（　　５０） 無 無

   筆頭者 Ｋ（　　３０） 無 無

42 未成年後見人の国籍 Ｋ（　　５０） 無 無

43 未成年後見人の生年月日 ９（　　　８） 無 無

44 未成年後見人の住所

　住所 Ｋ（　　５０） 無 無

45 辞任した未成年後見人

　資格 ９（　　　３） 無 無

　資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

　氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

46 解任された未成年後見人

　資格 ９（　　　３） 無 無

　資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

　氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

47 職務執行停止を受けた者

   資格 ９（　　　３） 有 無

   資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

   氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

48 未成年後見監督人

   資格 ９（　　　３） 有 無

   資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

   氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

49 未成年後見監督人の戸籍

   本籍 Ｋ（　　５０） 無 無

   筆頭者 Ｋ（　　３０） 無 無

50 未成年後見監督人の国籍 Ｋ（　　５０） 無 無

51 未成年後見監督人の生年月日 ９（　　　８） 無 無

１４６－２－１

フ ァ イ ル 仕 様 書
２－1／４

職
務
執
行
停
止

ｺｰﾄﾞ化の有無 繰り返し個数

媒  体

頁  数

項    目    名

第 ２
４

（８）

適      用      業      務      名

主      管      課      名

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

備    考

平成6年12月　１日 平成 23年 9月30日

作   成   日   付 改   訂   日   付

未
成
年
者
の
後
見
監
督

副次キー項目ファイル名 メインキー項目

項目のﾊﾞｲﾄ数

20267-2 



版

  戸    籍  （身分事項項目・未成年者の後見） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） 5000

Ｎｏ．

52 未成年後見監督人の住所

　住所 Ｋ（　　５０） 無 無

53 辞任した未成年後見監督人

　資格 ９（　　　３） 無 無

　資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

　氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

54 解任された未成年後見監督人

　資格 ９（　　　３） 無 無

　資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

　氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

55 未成年後見代行者 Ｋ（　　３０） 無 無

56 未成年後見代行者の戸籍

   本籍 Ｋ（　　５０） 無 無

   筆頭者 Ｋ（　　３０） 無 無

57 未成年後見代行者の国籍 Ｋ（　　５０） 無 無

58 未成年後見代行者の生年月日 ９（　　　８） 無 無

59 未成年後見監督代行者 Ｋ（　　３０） 無 無

60 未成年後見監督代行者の戸籍

   本籍 Ｋ（　　５０） 無 無

   筆頭者 Ｋ（　　３０） 無 無

61 未成年後見監督代行者の国籍 Ｋ（　　５０） 無 無

62 未成年後見監督代行者の生年月日 ９（　　　８） 無 無

63 届出日 ９（　　　８） 無 無

64 届出人

   資格 ９（　　　３） 有 無

   資格名称 Ｋ（　　３０） 無 無

   氏名 Ｋ（　　３０） 無 無

65 記録嘱託日 ９（　　　８） 無 無

66 送付を受けた日 ９（　　　８） 無 無

67 受理者 Ｋ（　　５０） 無 無

平成 23年 9月30日

媒  体副次キー項目

項    目    名 繰り返し個数ｺｰﾄﾞ化の有無 備    考項目のﾊﾞｲﾄ数

メインキー項目

平成6年12月　１日

第 ２
４

（８）
フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

頁  数

３／４

改   訂   日   付

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

作   成   日   付

主      管      課      名

１４６－３

未
成
年
者
の
後
見
代
行

送
付

ファイル名

未
成
年
者
の
後
見
監
督
代
行

届
出

20268 



版

  戸    籍  （身分事項項目・未成年者の後見） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） 5000

Ｎｏ．

68 許可日 ９（　　　８） 無 無

69 許可書謄本の送付を受けた日 ９（　　　８） 無 無

70 許可を受けた者 Ｋ（　　５０） 無 無

71 従前の記録 Ｋ（　５００） 無 無

未成年後見（監督）人の財産に関する権限が取消され、先の財産の権限に

(例) 　　　関する記録を消除する際に記録する。

【従前の記録】 【従前の記録】中のインデックスを表記する際には段落ちで表示．

　

72 記録 記録日 ９（　　　８） 無 無

73 特記 特記事項 Ｋ（　１００） 無 無

74 予備 Ｘ（　358） ―― ――

１４６－３－１

許
可

ファイル名

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

第 ２
４

（８）

従
前
記
録

　　【未成年後見人の権限を財産に関する権限に限定する定めの裁判確定日】平成２４年・・
　　【未成年後見人】・・
　　【記録嘱託日】平成２４年・・

【従前の記録】の各事項の保有方法はメーカに一任する。

頁  数

３－1／４

改   訂   日   付

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

作   成   日   付

主      管      課      名

平成 23年 9月30日

媒  体副次キー項目

項    目    名 繰り返し個数ｺｰﾄﾞ化の有無 備    考項目のﾊﾞｲﾄ数

メインキー項目

平成6年12月　１日

20268-2 



版

  戸    籍  （身分事項項目・未成年者の後見） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） 5000

Ｎｏ．

＊１ 項番6「未成年後見人更迭事由の発生日」が記録された場合，

事件発生日は項番11「後任の未成年後見人就職日」となり，項番11は必ず記録される．

＊２ 項番7「未成年後見監督人更迭事由の発生日」が記録された場合，

事件発生日は項番12「後任の未成年後見監督人就職日」となり，項番12は必ず記録される．

平成 23年 9月30日

改   訂   日   付

平成１２年　３月　１日

作   成   日   付

シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

１４６－４

適      用      業      務      名

フ ァ イ ル 仕 様 書
第 ２

４
（８）

項    目    名

主      管      課      名

繰り返し個数

ファイル名

備    考項目のﾊﾞｲﾄ数

媒  体メインキー項目

ｺｰﾄﾞ化の有無

副次キー項目

４／４

頁  数

20269 

















































版

  戸    籍  （身分事項欄項目・平成１５年法律第１１１号３条） 14.1

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

戸籍（身分事項） ⇒  身分事項記録コード：７００３ ３２００

Ｎｏ．

1 ９（　　　８） 無 無 事件発生日 1/2

2 ９（　　　８） 無 無 事件発生日 2/2

3 届出 記録嘱託日 ９（　　　８） 無 無

4 従前戸籍 ―― ―― ――

本籍 Ｋ（　　５０） 無 無

筆頭者 Ｋ（　　３０） 無 無

5 除戸籍 新本籍 Ｋ（　　５０） 無 無

6 従前の記録 ―― ―― ――

（例） 続柄を訂正する場合に記録する。

【従前の記録】 【従前の記録】中のインデックスを表記する際には段落ちで表示。

　　【父母との続柄】長男（長女）

【従前の記録】の各事項の保有方法はメーカーに一任する。

父母との続柄 Ｋ（　　　５） 無 無 ‘長男’・‘長女’等

養父母との続柄 Ｋ（　　　５） 無 無 ‘養子’または‘養女’

7 特記 特記事項 Ｋ（　１００） 無 無

8 予備 Ｘ（２６９６） ―― ――

頁  数

１／１シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会

主      管      課      名

平成23年9月30日

作   成   日   付 改   訂   日   付

媒  体

備    考繰り返し個数ｺｰﾄﾞ化の有無

平成１５年法律第１１１号３条による裁判発効日

フ ァ イ ル 仕 様 書

適      用      業      務      名

ファイル名

１６７－１

タイプ（桁数）項    目    名

平成１６年　７月１６日

入
籍
戸
籍

従
前
記
録

第 ２
４

（８）

副次キー項目メインキー項目

更
正 平成１５年法律第１１１号３条による裁判確定日

20293 













ファイル ：　　受付

目的 ：　　受付帳と発収簿の一部（管轄法務局へ照会をするもの）の情報を格納するファイルである。
　　　届出事件で受領したものすべてについてレコードを作成する（不受理，受理照会，処理照会，返戻,
　　　取下げ，保留，受領処分の撤回の事件についても作成する）。

検索キー ：　　受領番号，事件本人カナ氏名，事件本人漢字氏名，事件本人生年月日，受付日，処分区分である。

検索補助キー ：　　事件コード，受理送付区分および渉外区分である。

受領番号 ：　　１つの受付事件に１つの受領番号を付加する。
　　　受領番号の内訳は番号取得ファイルで説明したとおりであるが，履歴が発生する場合があるので，その
　　　管理として最終１桁を枝番として付加する。

受付事件コード ：　　受付帳での事件コード（離婚の場合，『協議離婚』『調停離婚』『裁判離婚』を区別するため）。
受付日 ：　　自庁に届出された日（受領日）または他市町村（在外公館）から届書が送られてきた日（送付日）。
事件発生日 ：　　報告的届出の場合に記録し，創設的届出の場合は記録しない。

　　　①出生，死亡はその事件が発生した日
　　　②日本及び外国での裁判が確定した日（裁判確定日，調停成立日）
　　　③外国の方式又は外国の裁判により成立した事件で証書の提出があった場合（証書提出日　etc.)

事件発生時分 ：　　規則２１条に規定されている，死亡した時分（死亡時分が明確な場合）。
発日 ：　　管轄法務局に照会書を送付した日。
収日 ：　　管轄法務局から指示書が到達した日。
指示日 ：　　受理照会，処理照会に対する回答を管轄法務局が指示した日。
許可日 ：　　管轄法務局に職権記載の許可を求め，その許可がおりた日。
関連受領番号 ：　　追完，訂正等，既に受領済みの他の届出事件に関連する届が出されたとき，その関連する受領番号を設定

　　　する項目。
　　　（ｅｘ．）既に受領済みの他の届出事件（受領番号１００）に対する追完届（今回の受領番号２００）が受領
　　　　　　　されたとき，受領番号１００の関連受領番号に２００を，受領番号２００の関連受領番号に１００
　　　　　　　を各々設定する。

届出人資格区分：　　事件本人以外が届出人となった場合にその届出人の資格を格納する。
届出人氏名 ：　　上記の届出人氏名を格納する。
処分区分 ：　　届出の審査結果を格納する。
決裁区分 ：　　決裁内容を格納する。
事件本人区分 ：　　事件における事件本人の名称（養子であるか養父であるか　等）を格納する。
渉外区分 ：　　渉外事件（昭和５９年１１月１日民二５５００通達を含む）か外国人の事件かを区別する。
本籍 ：　　事件本人の現本籍を格納する。
筆頭者 ：　　事件本人の現本籍の筆頭者を格納する。
届後本籍 ：　　事件本人が現本籍から異動する場合の届出後本籍（新戸籍，戻る戸籍　等）を格納する。

　　　※死亡で日または時分が明確でない場合（推定の死亡日，死亡時分）に死亡日時を格納する。
送達確認１ ：　　届後本籍地に送付する送達確認区分である。
送達確認２ ：　　現本籍地に送付する送達確認区分である。
証書提出区分 ：　　戸籍法４１条に係わる届か，通常の届出かを区別する。

　　　外国の方式又は外国の裁判により成立した事件で証書の提出があった場合に１（法４１条証書提出），それ
　　　以外は０（届出）を設定する。

送付目録区分 ：　　管轄法務局に届書の送付が必要か否かを区別する。
　　　①本籍分の届出（本非区分＝１）の場合は１（送付要）を設定する。
　　　　ただし，本籍分の届出であっても自庁内の戸籍への記録がない場合は０（送付不要）を設定する。
　　　②非本籍分の届出（本非区分＝２）であっても自庁内の戸籍に記録する場合は１（送付要）を設定する。
　　　③非本籍分の届出（本非区分＝２）であり，自庁内の戸籍への記録もない場合は０（送付不要）を設定
　　　　する。

審査不可区分 ：　　改正国籍法前に外国人と婚姻し，（養）父母の戸籍にとどまっている者に１を設定する。
　　　昭和３２年法務省令による改製作業における筆頭者の申出をした者に２を設定する。

履歴発生要因 ：　　受付帳作成後に項目を修正（便宜訂正通知による　等）する場合：「受付ファイル更新」参照
　　　処分決定後，処分区分に変更があった場合。
　　　決裁で『誤処理』とされた場合に再作成された受付帳。　　「処分決定」参照

１７３

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

　戸　籍　（共　通） 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日 20

第　２

ファイル仕様書
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 １／４

（８）

20299 



















































































































































版

  戸    籍    （ 未成年者の後見・事件別内容 ） 22

編成 ﾚｺｰﾄﾞ長

４０００

Ｎｏ．

1 未成年被後見人の個人番号 9（　　10） 無 無

2 未成年被後見人の外国人区分 9（　　　1） 有 無

3 未成年被後見人の本非区分 9（　　　1） 有 無

4 未成年被後見人の生年月日 9（　　　8） 無 無

5 未成年被後見人のカナ氏名 N（　　60） 無 無

6 未成年被後見人の漢字氏名 Ｋ（　　30） 無 無

7 未成年被後見人の本籍コード 9（　　15） 有 無

8 未成年被後見人の本籍 Ｋ（　　50） 無 無

9 未成年被後見人の筆頭者 Ｋ（　　30） 無 無

10 未成年後見人の個人番号 9（　　10） 無 無

11 未成年後見人の外国人区分 9（　　　1） 有 無

12 未成年後見人の本非区分 9（　　　1） 有 無

13 未成年後見人の生年月日 9（　　　8） 無 無

14 未成年後見人の区分 9（　　　1） 有 無

15 未成年後見人のカナ氏名 N（　　60） 無 無

16 未成年後見人の漢字氏名 Ｋ（　　30） 無 無

17 未成年後見人の本籍コード 9（　　15） 有 無

18 未成年後見人の本籍 Ｋ（　　50） 無 無

19 未成年後見人の筆頭者 Ｋ（　　30） 無 無

20 未成年後見人資格 9（　　　3） 有 無

21 未成年後見人の法人住所コード 9（　　15） 有 無

22 未成年後見人の法人住所 Ｋ（　　50） 無 無

23 届出事件種別区分 9（　　　2） 有 無

24 開始日 9（　　　8） 無 無

25 就職日 9（　　　8） 無 無

26 終了日 9（　　　8） 無 無

27 裁判確定日 9（　　　8） 無 無

28 記録嘱託日 9（　　　8） 無 無

29 前任者氏名 Ｋ（　　30） 無 無

30 届出人資格 9（　　　3） 有 無

31 届出人氏名 Ｋ（　　30） 無 無

32 予備 X（３０８６） ─ ─

２４５－１

届　　書

項    目    名 項目のバイト数 ｺｰﾄﾞ化の有無 繰り返し個数 備    考

頁  数

フ ァ イ ル 仕 様 書
シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会 1/1

ファイル名 メインキー項目 副次キー項目 媒  体

第 ２
４

（８）

主      管      課      名

適      用      業      務      名 作   成   日   付 改   訂   日   付

平成31年 3月31日

20371-2 





































































































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１４．１ １／１

平成２３年　9月３０日

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第５．８ 平成23年6月3日の民法改正の対応
（「コード」関係仕様）

１．コード一覧表
（２）コード一覧表 (1) 受付事件コードに「1320:親権停止（嘱託）」、「1321: ４

親権停止取消し」を追加。
(2) 受付事件コードから「4103:未成年後見人更迭」を削除。 ７－１

※ただし過去の受付帳を表示する場合に、4103の受付
　事件コードであれば、「未成年後見人更迭」の表示は
　行う。

(3) 受付事件コードに以下のコードを追加。 ７－１
「4117：未成年後見人選任（嘱託）」 ７－２
「4118：未成年後見人地位喪失」 ７－３
「4119：未成年後見監督人選任（嘱託）」
「4120：未成年後見監督人地位喪失」
「4121：未成年後見人の権限を財産に関する権限に限定
する定め（嘱託）」
「4122：未成年後見人の財産に関する権限単独行使の定
め（嘱託）」
「4123：未成年後見人の財産に関する権限分掌行使の定
め（嘱託）」
「4124：未成年後見人の権限を財産に関する権限に限定
する定めの取消し（嘱託）」
「4125：未成年後見人の財産に関する権限単独行使の定
めの取消し（嘱託）」
「4126：未成年後見人の財産に関する権限分掌行使の定
めの取消し（嘱託）」
「4127：未成年後見監督人の権限を財産に関する権
限に限定する定め（嘱託）」
「4128：未成年後見監督人の財産に関する権限単独
行使の定め（嘱託）」
「4129：未成年後見監督人の財産に関する権限分掌
行使の定め（嘱託）」
「4130：未成年後見監督人の権限を財産に関する権
限に限定する定めの取消し（嘱託）」
「4131：未成年後見監督人の財産に関する権限単独
行使の定めの取消し（嘱託）」
「4132：未成年後見監督人の財産に関する権限分掌
行使の定めの取消し（嘱託）」

(4) 後見原因区分から、更迭事由の「21：前任者死亡」、 １２
「22：前任者辞任」、「23：前任者改任」、「24：前任者
資格喪失」を削除。

(5) 地位喪失として「40：前任者死亡」、「41：前任者欠格 １２－１
事由に該当」を追加。

(6) 事件本人区分に「60:親権停止者」、「61:親権停止取 ３５
消者」を追加。

20420-3 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
１ ／ １

第５．８ 標準仕様書見直しによる第１８版の仕様書改訂
（「コード」関係
　仕様）

コード一覧 （１）「出力区分」について、戸籍副本管理システムの対応にあわせて、
　　　「可：０又は空文字」に「不可：０以外の数字」に変更

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

０３７

版数：１８．０
平成27年 3月 1日

1

20420-4 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴

標準仕様書見直しによる第２１版の仕様書改訂

（１） 戸籍事項記録コードについて、戸籍事項への使用可否をファイル
　　　　仕様書に合わせるように修正。

（２） 戸籍事項タイトルコードについて、戸籍事項への使用可否をファイル
　　　　仕様書に合わせるように修正。

（３）「処分区分」の「受理伺い」「処理伺い」を「受理照会」「処理照会」
　　　　に修正。

１ ／ １

版数 ： ２１．０版
平成３０年 ３月３１日

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

０２１

1 第５．８
（「コード」関係
　仕様）

コード一覧 ０１８

０２２

０３９

20420-5 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：２２ １／1

平成３１年３月

項番 業務名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第5．8．(2) １．標準仕様書修正（コード59）
（コード一覧表） 備考欄の記述を削除（「続柄に同じ」） 050

父：００１、母：００２、養父：０１０、養母：０１１、その他：０９９
と追加

２．誤植の修正
①排除→廃除 050

②未成年者の後見監督停止代行者解任 007-01
↓

　未成年者の後見監督停止代行者改任

③「親権喪失裁判確定」を削除（15版修正時の削除漏れ） 012

④「地位喪失：前任者死亡」を削除（機能追加検止め） 012-01

⑤「前任者欠格事由に該当」を削除（機能追加取止め） 012-01

３．未成年後見の嘱託記載の届書対応による追加 012-01
未成年後見人選任
未成年後見人選任親権者不在
未成年後見人選任管理権喪失
未成年後見監督人選任

20420-6 









№ 桁数

管理権停止代行改任 【管理権停止代行者

受付事件コード 　　　（嘱託） ４ 　改任（嘱託）】

親権停止（嘱託）

（３／６） 親権停止取消し

後見届

後見開始

後見終了

後見人更迭

後見人辞任（嘱託）

後見人改任（嘱託）

後見命令（嘱託）

後見停止代行選任 【後見停止代行者

　　　（嘱託） 　選任（嘱託）

後見停止代行改任 【後見停止代行者

　　　（嘱託） 　改任（嘱託）

財産管理者改任

　　　（嘱託）

後見監督開始

後見監督終了

後見監督人更迭

後見監督人辞任（嘱託）

後見監督人解任（嘱託）

後見監督停止 【後見監督停止代行

　代行選任（嘱託） 　者選任（嘱託）

財産管理者改任 【後見監督停止代行

　代行改任（嘱託） 　者改任（嘱託）

後見職務代行改任

　　　（嘱託）

*2　民二７００２号通達にないコード 【　】は民二７００２号通達での名称

版

１４．１

備　　　　考

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ４／７０

（　９　）
改　訂　日　付

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味

平成２３年　９月３０日

１４１５

１４１３

１４１１

１４１２

１４０７

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付

１３１９

１４０５

１４０６

１３２０

１４０２

１４０３

１４０４

１３２１

平成　６年１２月　１日

2011年6月3日の民
法改正により新設
2011年6月3日の民
法改正により新設

１４１６

１４０８

１４０９

１４１０

（１４）

１４０１

１４１４

００４

　　 １４１７　*2

20424 









№ 桁数

未成年者の後見届

受付事件コード 未成年者の後見開始 ４

未成年者の後見終了

未成年後見人辞任

（嘱託）

未成年後見人解任

（嘱託）

未成年者の後見停止

代行者選任（嘱託）

未成年者の後見停止

代行者改任（嘱託）

未成年者の後見監督

開始

未成年者の後見監督

終了

未成年後見監督人辞任

（嘱託）

未成年後見監督人解任

（嘱託）

未成年者の後見監督

停止代行者選任（嘱託）

未成年者の後見監督

停止代行者改任（嘱託）

未成年後見人選任

（嘱託）

未成年後見人地位喪失

未成年後見監督人選任

（嘱託）

未成年後見監督人地位

喪失

【　】は、民二７００２号通達での名称

００７－１

４１１８
2011年6月3日の民
法改正により新設

４１１９
2011年6月3日の民
法改正により新設

４１２０
2011年6月3日の民
法改正により新設
(民法に明文化され
ていない)

2011年6月3日の民
法改正により不要

４１１３

４１１４

４１１５

４１１６

４１１７
2011年6月3日の民
法改正により新設

４１１０

４１１１

４１０８

４１０１

４１０２

（６－１／６）

４１０５

４１０７

2011年6月3日の民
法改正により不要

４１０４

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

（４１）

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３１年　３月３１日 22

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ７－１／７０

（　９　）

20428 



№ 桁数

未成年者の後見届

受付事件コード 未成年後見人の権限を ４

財産に関する権限に限

定する定め （嘱託）

未成年後見人の財産に

関する権限単独行使の

定め （嘱託）

未成年後見人の財産に

関する権限分掌行使の

定め （嘱託）

未成年後見人の権限を

財産に関する権限に限

定する定めの取消し

（嘱託）

未成年後見人の財産に

関する権限単独行使の

定めの取消し （嘱託）

未成年後見人の財産に

関する権限分掌行使の

定めの取消し （嘱託）

未成年後見監督人の権

限を財産に関する権限

に限定する定め（嘱託）

未成年後見監督人の財

産に関する権限単独行

使の定め （嘱託）

未成年後見監督人の財

産に関する権限分掌行

使の定め （嘱託）

未成年後見監督人の権

限を財産に関する権限

に限定する定めの取消

し （嘱託）

【　】は、民二７００２号通達での名称

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ７－２／７０

（　９　）
改　訂　日　付 版

（４１）

（６－２／６）

平成　６年１２月　１日 平成２３年　９月３０日 １４．１

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

４１２６

４１２２

2011年6月3日の民
法改正により新設

2011年6月3日の民
法改正により新設

2011年6月3日の民
法改正により新設

2011年6月3日の民
法改正により新設

2011年6月3日の民
法改正により新設

４１２５

４１２４

４１２１

４１２３

2011年6月3日の民
法改正により新設

００７－２

４１３０

４１２７

４１２８

2011年6月3日の民
法改正により新設

2011年6月3日の民
法改正により新設

４１２９

2011年6月3日の民
法改正により新設

2011年6月3日の民
法改正により新設

20428-2 



№ 桁数

未成年者の後見届

受付事件コード 未成年後見監督人の財 ４

産に関する権限単独行

使の定めの取消し

（嘱託）

未成年後見監督人の財

産に関する権限分掌行

使の定めの取消し

（嘱託）

【　】は、民二７００２号通達での名称

００７－３

４１３１

2011年6月3日の民
法改正により新設

（６－３／６）

４１３２

2011年6月3日の民
法改正により新設

（４１）

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成２３年　９月３０日 14.1

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ７－３／７０

（　９　）

20428-3 











№ 桁数

元治 改元の日

元号 慶応 １ 　慶応以前は、 (1865)元 2. 4. 7

［元号区分］ 明治 　ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄを逆順 (1865)慶 4. 9. 8

大正 　明治以降は、 (1912)明45. 7.30

昭和 　数字を昇順で (1926)大15.12.25

平成 　　　　　使用する (1989)昭64. 1. 7翌日

後見人区分 後見人 １

後見監督人

未成年後見人

未成年後見監督人

開始:親権行使者不在

後見原因区分 　　　 親権行使者 ２ １桁：種別

［後見届出の 管理権喪失 ２桁：原因

　　　原因区分］ 削除

削除

２２版削除

　　　　

更迭:前任者死亡

　　　 前任者辞任

　　　 前任者改任

　　　 前任者資格喪失

削除

終了:親権者親権回復

　　　 親権者管理権回復

［被後見人に対する

　　　　　　親権回復］

削除

　　　

［　］内は、民二７００２号通達での名称

０１２

３３

３７

３８

３９
　　未成年後見人監督人
　　任務終了

　　未成年被後見人親権
　　に服する

　　未成年被後見人成年

2011年6月3日の民
法改正により削除

２２

２３

２４

３２

１６

２１

備　　　　考

１２

Ｚ

１

２

３

４

１

２

３

４

１１

版

平成　６年１２月　１日 平成３１年　３月３１日 22

頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 １２／７０

（　９　）

　　未成年後見監督人就職

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名

Ｙ

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味

20433 



№ 桁数

後見原因区分

［後見届出の 2 １桁：種別

　　　原因区分］ ２桁：原因

*1　民二７００２号通達にない付設対象 ［　］内は、民二７００２号通達での名称

嘱託：未成年後見人選任

　　　  未成年後見人選任親権
　　 　 者不在
　　　  未成年後見人選任管理
　　　  権喪失

　　　 未成年後見監督人選任

嘱託記載の届書対
応により新設（22版）
嘱託記載の届書対
応により新設（22版）
嘱託記載の届書対
応により新設（22版）
嘱託記載の届書対
応により新設（22版）

０１２－１

２２版削除

５１

５２

５３

５４

２２版削除

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３１年　３月３１日 22

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 １２－１／７０

（　９　）

20433-2 













№ 桁数

訂正

戸籍事項 基本事項の訂正の記録 ４

記録コード 基本事項の

（２／３） 文字訂正の記録

記録

基本事項の

記録

消除

基本事項の消除の記録

移記

移記による基本

事項の消除の記録

入籍

入籍の記録 ＊

父母の ＊

入除籍の記録

除籍

除籍の記録 ＊

回復

回復の記録 ＊

引取り

消除の記録 ＊

子の復籍

父母の ＊

入除籍の記録

更正

基本事項の更正の記録

基本事項の

文字更正の記録

追完

追完の記録

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 １８／７０

（　９　）
適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日 ２１

５２０１

（５３）

５３０１

5101の「*」を削除

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

（５０）

（５６）

５６０１

５００１

５０１１

（５１）

５１０１

（５２）

（５４）

５４０１

５４０２

（５５）

５５０１

5601に「*」を追加

（５７）

５７０１

（８０）

８００１

（５８）

０１８

５８０１

（７０）

７００１

７０１１

20439 







№ 桁数

訂正

戸籍事項 訂正 ４

タイトルコード 　 訂正 段落ちして表示

（２／３） 文字訂正

文字関連訂正

　 文字関連訂正 ＊ 段落ちして表示

　 文字訂正 ＊ 段落ちして表示

記録

記録 ＊

　 記録 段落ちして表示

消除

消除

移記

移記

　 移記 段落ちして表示

入籍

入籍 ＊

子の入籍 ＊

除籍

除籍 ＊

回復

回復 ＊

引取り

引取り ＊

子の復籍

子の復籍 ＊

「段落ちして表示」は，右へ２桁ずらして表示

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ２１／７０

（　９　）
適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日 ２１

5013,5014に「*」を追加

５０１３

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

（５０）

５２０１

５００１

５００２

５０１１

５０１２

５０１４

（５１）

５１０１

５１０２

（５２）

５４０２

（５５）

５５０１

（５６）

５６０１

（５３）

５３０１

５３０２

（５４）

５４０１

5601に「*」を追加

０２１

５７０１

（５８）

５８０１

（５７）

20442 



№ 桁数

更正

戸籍事項 更正

タイトルコード 　 更正 ＊ 段落ちして表示

（３／３） 文字更正

文字関連更正

　 文字関連更正 ＊ 段落ちして表示

　 文字更正 ＊ 段落ちして表示

追完

追完

　 追完 段落ちして表示

外国人配偶者の

国籍変更

配偶者の国籍変更　　＊

外国人配偶者の

氏名変更

配偶者の氏名変更　　＊

＊　…　身分事項のみ使用

２１

（７０）

桁　の　意　味 備　　　　考

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ２２／７０

（　９　）
改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付

付　設　対　象 項　　目　　名 コード

（９０）

７００１ 7002に「*」を追加

７００２

７０１１

７０１２ 7013,7014に「*」を追加

７０１３

７０１４

（８０）

８００１

８００２

９００１

（９１）

９１０１

０２２
20443 



























№ 桁数

失踪者 失踪

事件本人区分 失踪取消者 ２ ［失踪宣告取消者］ 失踪

（２／２） 生存配偶者 復氏

推定相続人 推定相続人廃除

入籍者 入籍

分籍者 分籍

国籍取得者 国籍取得

帰化者 帰化

国籍喪失者 国籍喪失

国籍選択者 国籍選択

外国国籍喪失者 外国国籍喪失

名の変更者 名の変更

筆頭者 ［戸籍の筆頭者］ 転籍・氏の変更

配偶者 転籍・氏の変更

就籍者 就籍

欠番

姻族関係終了者 姻族関係終了

親権協議者 親権

前任後見人 ［前任の後見人］ 後見

前任後見監督人 ［前任の後見監督人］後見

前任保佐人 ［前任の保佐人］ 保佐

氏変更者 ［氏の変更者］ 107-2,3,4

胎児 胎児（胎児認知）

未成年被後見人 未成年者の後見

未成年後見人 未成年者の後見

未成年後見監督人 未成年者の後見

前任の未成年後見人 未成年者の後見

前任の未成年後見監督人 未成年者の後見

親権停止者

親権停止取消者

事件本人

［　］内は、民二７００２号通達での名称

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ３５／７０

（　９　）

３２

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成２３年　９月３０日 １４．１

付　設　対　象 項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

４４

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

５６

４５

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

５３

５４

５５

９９

０３５

2011年6月3日の民
法改正により新設
2011年6月3日の民
法改正により新設

５７

５８

５９

６０

６１

20456 





№ 桁数

嫡出子

出生子区分 準正嫡出子 １

非嫡出子

棄児

無

出生証明書区分 医師・助産婦 １

その他

無

出生裁判区分 嫡出否認 １

［出生子の裁判区分］ 親子関係不存在

父を定める訴え

強制認知 ［認知］

出生親権区分 無 １

［出生子の親権区分］ 調停

裁判

出張所番号 *1 ３

出力区分 可 １

不可

*1　民二７００２号通達にない付設対象 ［　］内は、民二７００２号通達での名称

付　設　対　象

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ３７／７０

（　９　）
適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成２７年　３月　１日 １８

項　　目　　名 コード 桁　の　意　味 備　　　　考

３

２

３

４

０

１

０又は空文字

０以外の数字

１

２

０

１

２

４

０

１

２

数字

０３７

20458 





№ 桁数

準禁治産者区分 無 １ システム自動，

有 手入力

個人状態ファイル

使用

（日本人） １ 検索入力時のみ

渉外区分 渉外 スペースで全検索

外国人 ”０”は一覧表示の時

は空欄表示

証書提出区分 届出 １

戸籍法４１条証書提出

夫の氏 １

称する氏区分 妻の氏

変更なし （渉外の場合）

初再婚区分 初婚 １

［初婚・再婚区分］ 再婚（死別）

再婚（離別）

除籍事由 夫の縁組 １

［除籍事由区分］ 妻の縁組

受理 受理は一覧表示の時

処分区分 不受理 １ は空欄表示

受理照会 表示用：”受理照”

処理照会 表示用：”処理照”

返戻

取下げ

保留

受理処分の撤回 表示用：”受撤回”

誤処理

［　］内は、民二７００２号通達での名称

２１

０

桁　の　意　味 備　　　　考

第　２

コ　ー　ド　一　覧　表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ３９／７０

（　９　）
改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付

付　設　対　象 項　　目　　名 コード

３

１

０

１

２

０

１

１

２

５

０

１

２

１

２

１

２

３

４

０３９

６

７

８

９

20460 























№ 桁数

配偶者有無区分 無 １

有

未

配偶者区分 夫 １

妻

生存配偶者

配偶者同一戸籍 その他 １

［配偶者との 配偶者と同一戸籍

同一戸籍区分］

廃除した人の 父 ３

　　　資格区分 母

［推定相続人を廃除 養父

した人の資格区分］ 養母

その他

破産宣告人区分 無 １ 手入力

有 個人状態ファイル

使用

犯歴区分 *1 無 １ 手入力

有 個人状態ファイル

使用

番号種別 戸籍番号 １ 番号取得ファイルで

［番号の種別区分］ 個人番号 の種別

受領番号

被後見人区分 未成年者 １

禁治産者

筆頭者区分 筆頭者以外 １

筆頭者 るが”０”を構成員

として表示可

*1　民二７００２号通達にない付設対象 ［　］内は、民二７００２号通達での名称

１

コ　ー　ド　一　覧　表

付　設　対　象 項　　目　　名

第　２

4

（　９　）
作　成　日　付

主　　　管　　　課　　　名

適　　　用　　　業　　　務　　　名

００１

００２

１

頁　　　数

５０／７０シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会

平成　６年１２月　１日 平成３１年　３月３１日 ２２

改　訂　日　付 版

備　　　　考コード 桁　の　意　味

０

１

３

０

２

１

０１１

０１０

０

０９９

１

０

１

２

３

０

筆頭者も構成員であ

０５０

２

１

１

０

20471 











































































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
１ ／ １

第５．８ 標準仕様書見直しによる第１４版の仕様書改訂
（「コード」関係
　仕様）

（３）メッセージ （１）「C11042：養親の国籍が、縁組成立時と異なる可能性がありますが、
　　　一覧表 　　　よろしいですね。」を新規追加。

（２）「C11043：告示日から１箇月を経過していますが、交付日から１箇月は
　　　経過していませんね？」を新規追加。
（３）「C11044：養子に単独親権の記録がありますか。」を新規追加。
（４）「C11045：養父の配偶者の同意書がありますか？又は養父の配偶者が
　　　縁組の代諾者ですか？」を新規追加。
（５）「C11046：養母の配偶者の同意書がありますか？又は養母の配偶者が
　　　縁組の代諾者ですか？」を新規追加。
（６）「C11047:同一戸籍内縁組ではありませんね？」を新規追加。
（７）「E11013：入るべき戸籍に父母が在籍していない為、審査結果業務より
　　　処理して下さい。」を新規追加。
（８）「E11014：関連受領番号の入力がないため、報告日の確認がとれません。
　　　審査結果業務より処理してください。」を新規追加。

平成23年 4月27日　追記
（９）「C11042」のメッセージ内容が「C11041」と重複していたため削除。
　　　「C11042」は欠番とする。

017-3
017-3

017-3

027-1

027-1

017-3

017-3

017-3

1

版数：１４．０
平成23年 3月 1日

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

017-3

 20507-3



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
１ ／ １

第５．８ 標準仕様書見直しによる第１５版の仕様書改訂
（「コード」関係
　仕様）

（３）メッセージ （１）「C11048：夫婦の本国法により協議離婚を日本法に従って行えますか？」
　　　一覧表 　　　を新規追加。

（２）「C11049：夫婦の住所の登録が明らかになる書類が添付され、常居所が
　　　日本ですか？」を新規追加。
（３）「C11050：届出人（父）氏名と養子の父の氏名が異なっていますが、
　　　よろしいですか。」を新規追加。
（４）「C11051：届出人（母）氏名と養子の母の氏名が異なっていますが、
　　　よろしいですか。」を新規追加。
（５）「C11052：届出人（養父）氏名と養子の戸籍の養父氏名が異なって
　　　いますが、よろしいですか。」を新規追加。
（６）「C11053：届出人（養母）氏名と養子の戸籍の養母氏名が異なって
　　　いますが、よろしいですか。」を新規追加。
（７）「E11015：日本法の方式に従って協議離婚はできません。」を新規追加。

０１７－３

０２７－１

０１７－３

版数：１５．０
平成24年 3月 1日

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

1

０１７－３

０１７－３

０１７－３

０１７－３
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
１ ／ １

第５．８ 標準仕様書見直しによる第１７版の仕様書改訂
（「コード」関係
　仕様）

（３）メッセージ （１）「C11054：戸籍法第９２条２項の報告は、戸籍法第９２条１項と同時
　　　一覧表 　　　に報告されていますか？」を新規追加。

（２）「E11016：外国方式の協議離縁届と親権届を同時に入力できません。
　　　届書ごとに入力して下さい。」を新規追加。

（３）「E11017：外国方式の協議離縁届と未成年後見届を同時に入力できま
　　　せん。届書ごとに入力して下さい。」を新規追加。

（４）「E11018：父の名が違います。入籍届を処理する前に父欄の更正を
　　　行ってください。」を新規追加。

（５）「E11019：母の名が違います。入籍届を処理する前に母欄の更正を
　　　行ってください。」を新規追加。

（６）「E11020：養父の名が違います。入籍届を処理する前に養父欄の更正
　　　を行ってください。」を新規追加。

（７）「E11021：養母の名が違います。入籍届を処理する前に養母欄の更正
　　　を行ってください。」を新規追加。

（８）「E11022：同一人でないため、父母欄更正できません。」を新規追加。

版数：１７．０
平成26年 3月 1日

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

０２７－１

1

０１７－３

０２７－１

０２７－１

０２７－１

０２７－１

０２７－１

０２７－１
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
１ ／ １

第５．８ 標準仕様書見直しによる第１８版の仕様書改訂
（「コード」関係
　仕様）

メッセージ一覧表 （１）平成２４年に外国人登録制度が廃止されたため、「外国人登録済証」
　　　から「在留カード等」に変更し、「C01013：夫の在留カード等が添付
　　　され、在留期間（１年）を過ぎていますか？」に修正。

（２）平成２４年に外国人登録制度が廃止されたため、「外国人登録済証」
　　　から「在留カード等」に変更し、「C04017：妻の在留カード等が添付
　　　され、在留期間（１年）を過ぎていますか？」に修正。

（３）平成２４年に外国人登録制度が廃止されたため、「外国人登録済証」
　　　から「在留カード等」に変更し、「C06015：夫婦の在留カード等が
　　　添付され、在留期間（１年）を過ぎていますか？」に修正。

（４）「C11055：許可の審判確定日に入力がありますがよろしいですか？」
　　　を新規追加。

（５）「C11056：許可の審判確定日に入力がありませんがよろしいですか？」
　　　を新規追加。

（６）「C11057：出生時、母年齢が５０歳以上です。出生施設は医療法上
　　　の病院ですか？」を新規追加。

（７）「C11058：出生子の年齢が学齢を越えています。受理してよろしい
　　　ですか?」を新規追加。

（８）「E11023：家庭裁判所の許可が必要な入籍です。」を新規追加。

１７－３

１７－３

１７－３

０２７－１

１７－３

００３

版数：１８．０
平成27年 3月 1日

０１２

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

1

００８
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴

標準仕様書見直しによる第１９版の仕様書改訂

（１）「C11006：被認知者は成年後見人ですか？」について、「成年被後見
　　　人」とすべきが「成年後見人」と誤っていたので修正。

（２）「C11059：処理照会要件は、法務局に照会済ですね。」を新規追加。

（３）「M10008：父に性同一性障害の記録があります。よろしければ処理を
　　　続行してください。」を新規追加。

（４）「M10009：届出人の年齢が１５歳未満です。受理照会が必要な届で
　　　す。」を新規追加。

１ ／ １

平成２８年 ３月 ３１日

　仕様）
（「コード」関係
第５．８

メッセージ一覧表

版数 ： １９．０版

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

３６－１

1

１７－２

３６－１

１７－３

20507-7 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴

標準仕様書見直しによる第２０版の仕様書改訂

（１）「C05039：入籍日から６箇月を超えていませんが、離死別日に間違い
　　　はありませんね？」について、入籍日からの期間を民法第７３３条の
　　　対応のため「６箇月」から「100日」に修正。

（２）「C11060：待婚期間が１００日を経過していません。再婚が可能か
　　　確認しましたか？」を新規追加。

（３）「C11061：民法第７３３条第２項に該当する再婚ですか？」を新規
　　　追加

（４）「M10010：法務局に照会して下さい。」を新規追加。

１ ／ １

版数 ： ２０．０版
平成２９年 ３月 ３１日

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

1 第５．８
（「コード」関係
　仕様）

メッセージ一覧表 １１

１７－３

１７－３

３６－１
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
１ ／ １

平成３０年　３月３１日

第５．８ 標準仕様書見直しによる第２１版の仕様書改訂
（「コード」関係
　仕様）

メッセージ一覧表 （１）「受理伺い」「処理伺い」に関して、「受理照会」「処理照会」に
　　　修正。あわせて、「伺い」の記載となっている部分も「照会」に修正

（２）メッセージ内にExcelのセル参照が記載されていたので、該当部分を
　　　削除。

０４２
０４３

1

０２８

０３９

０４６

００４
０２０
０２１

０４６

０４０

００２

版数：２１．０

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

20507-9 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：２２ １／1

平成３１年３月

項番 業務名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第5．8．(3) １．標準仕様書修正（縁組110）
（メッセージ一覧表） 確認メッセージ（C08069）の内容変更 016

旧：養父又は養母は、養子の実父母であり親権者
　　ですか。
新：養子は養父又は養母の非嫡出子で、養父又は
　　養母が親権者ですか。

２．標準仕様書修正（後見40）
審査メッセージの新規追加 050-1
S11011
未成年被後見人が婚姻しているため、未成年後見終了
届は出せません。

S11012
終了日は20歳の誕生日の前日でなければなりません。

S11013
未成年被後見人は婚姻していますか。

20507-10 





　戸籍システムにおけるメッセージは、コード体系上、以下のように４つに区分けしている。

但し、基準書においては、「確認メッセージ」「エラーメッセージ」で示してある。

（ １ ）　確認メッセージ

　入力審査の場合で、入力項目だけでは審査できないもの（ｅｘｐ．添付資料等の有無及び内容確認、審査に例外がある場合の対応等）の判断を操作員に促すものである。

この確認メッセージには、常に応答入力が必要であり、通常、「Ｙ ｅ ｓ」の場合は処理を続行し、「Ｎ ｏ」入力の場合は処理停止となる。処理停止の場合でも審査続行の

特別な処理（ｅｘｐ．特殊キーを押下）をした時のみ、基準書（要件定義書の根拠法令欄）で示してある「不受理」「照会」等をシステム審査の処分値として処理を続行でき

る。但し、例外的に審査ロジック分岐の判断を、操作員に確認してもらう為に使用する場合もある。この時は、処分に影響はない。

（ ２ ）　審査メッセージ

　入力審査を行い審査不可となった状況を操作員に知らせるものであり、応答入力を必要としないメッセージとして表示され、処理は停止状態となる。処理を続行させる

には、審査続行の特別な処理をするが、システム審査の処分値として常に「不受理」である。

（ ３ ）　エラーメッセージ

　応答入力を必要としないメッセージで、処理の続行が不可（処理停止）の場合に表示されるものである。

（ ４ ）　メッセージ

　応答入力を必要としないメッセージで、処理に影響を与えず、操作員に注意及び操作指示等を促すものである。

△ ： 特別な処理により審査続行可能

NO

［注意］ １．届出入力－審査（××届）における、応答入力に対する処分や分岐等は、基準書要件定義書の備考欄に記述されているものをチェック－優先－する。

２．メッセージについては、今後、若干の変更を伴う可能性があります。随時、変更修正できるように配慮して下さい。

補　足　説　明　書
作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

　メッセージ例

版 頁

コード一覧表 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日 ２１ １／１

処理
メッセージ表記 メッセージ表記 コード 処分

継続 履　歴 継続
応答入力

審査 エラー
応答入力

○

０
０

２

基準書上での コード体系上での
　届書入力－審査（××届） 　届書入力以外

○
○ ○ ○

Ｙ ｅ ｓ─
１ 医師の診断書があり，内容を確認しま

Ｎ ｏ 不受理 △ Ｎ ｏ
したか？

確認メッセージ 確認メッセージ Ｃ ○ ○
Ｙ ｅ ｓ

照会等

２
エラーメッセージ エラーメッセージ Ｅ ○

審査メッセージ Ｓ

×

─ ○ × ○ × ─

強制認知による胎児認知はできません。

─

不受理 △ ○

審査結果入力で入力して下さい。× ─ ×× × ○

メッセージ Ｍ ○ × ─ ○

○ × ─

─

2
0
5
0
9
 



相手方からの１０日以内の届出です。受理してもいいですか？

医師の診断書があり、内容を確認しましたか？

医師の診断書の内容を確認して下さい。

医師の診断書の内容を確認しましたか？

姻族関係終了を認めたその国の証明書が添付されていますか？

縁氏続称者の他に在籍者はいませんね。

縁氏続称者は、離縁復氏から現在まで氏を変更していませんね。

縁組の保護要件等は養子の本国法によります。保護要件等は審査済みですか？

縁組の保護要件等は養女の本国法によります。保護要件等は審査済みですか？

縁組の要件は養父及び養母の本国法によります。要件審査は済みましたか？

縁組の要件は養父の本国法によります。要件審査は済みましたか？

縁組の要件は養母の本国法によります。要件審査は済みましたか？

夫の在留カード等が添付され、在留期間（１年）を過ぎていますか？

夫の国籍を証明するものがありますか？

夫の住民票の写が添付されていますか？

夫は国籍を証明するものがありますか？

縁組継続中ですが、よろしいですか？

夫は戻る戸籍の筆頭者ではありませんね？

夫は戻る戸籍の筆頭者で間違いありませんね？

００３

C01011

C01012

C01013

C01014

C01015

C01016

C01017

C01005

C01018

C01019

C01010

C01006

C01007

C01008

C01009

　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

C01001

C01002

C01003

C01004

コード

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成２７年　３月　１日 １８

第　２

メ ッ セ ー ジ 一 覧 表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 １／４８

（１０）

20510 



改正法附則５条１項の届出で間違いはありませんね。

家庭裁判所の許可書謄本が添付され、届書の証人欄に記載がありますね。

家庭裁判所の許可書の謄本がありますか？

監護者の同意書が添付されていますか？

監護者は養子の父又は母ですか？

監護者は養女の父又は母ですか？

外国人出生子として処理を続行しますか？

外国人の非嫡出子として処理を続行しますか？

外国人母に前婚の履歴がありますか？

外国の方式により認知が成立した旨の証書又は証明書の添付がありますか？

該当の受領番号は照会ですが、法務省の指示なしで修正しても構いませんか？

帰化者同士婚姻していますね。

帰化者の配偶者は同時に帰化しませんね。

帰化等により、復籍すべき戸籍がないですね。

棄児の処理として続行しますか？

共同親権ですか？

許可審判書の謄本の添付がありますか？

後見人・被後見人の縁組なので、家庭裁判所の許可書の添付がありますか？

後見人（後見監督人・特別代理人）の承諾がありますか？

後見人（後見監督人）は２０歳未満ですが、よろしいですか？

後見人選任を証する書面が添付されていますか？

国籍取得時の年齢が２０歳を越えていますが、問題ありませんね。

国籍取得者は国籍喪失時の戸籍に戻れない理由がありますね。

戸籍取得者は戸籍を喪失した者ですね。

戸籍法７３条の２の届は養子が届出人ですね。

戸籍法７３条の２は養子夫婦の筆頭者が届出人ですね。

子の国籍証明書及び出生証明書の添付がありますか？

子の母は禁治産者のため、医師の診断書の添付がありますか？

子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書はありますか？

子の本国法により認知することが出来る旨の証明書はありますか？

子は成年者（成年擬制も含む）ですか？

婚姻要件具備証明等が添付されていますか？

婚姻を証明する書類が添付されていますか？

第　２

メ ッ セ ー ジ 一 覧 表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 ２／４８

（１０）
適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日 ２１

　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

C02001

C02002

C02003

C02004

コード

C02005

C02018

C02019

C02020

C02021

C02010

C02006

C02007

C02008

C02009

C02022

C02011

C02012

C02013

C02014

C02015

C02016

C02017

００４

C02023

C02024

C02025

C02026

C02027

C02028

C02029

C02030

C02031

C02032

C02033
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待婚期間が６箇月以内ですがよろしいですか？

胎児認知区分が有りますが、胎児認知日無として処理を続行しますか？

胎児認知者と届書の父を同一人として処理を続行しますか？

単独親権ですか？

遅延理由書の添付があるものとして処理を続行しますか？

父の認知があるものとして処理を続行しますか？

父の配偶者は国籍取得者の母と同じですね。

父は帰化者の認知者ですね（準正でない）。

父は事実主義国の外国人として処理を続行しますか？

父は事実主義に関する証明書が添付されているものとして処理を続行しますか？

嫡出子・特別養子・既に認知されている子では、ありませんね？

調停調書の謄本がありますか？

調停・和解・認諾調書の謄本の添付がありますか？

直系卑属の承諾があるものとして処理を続行しますか？

直系卑属は成年に達していますか？

通常、廃除者か、遺言執行者しか届出人になれません。よろしいですか？

妻の在留カード等が添付され、在留期間（１年）を過ぎていますか？

妻の国籍を証明するものがありますか？

妻の住民票の写が添付されていますか？

妻は国籍を証明するものがありますか？

当時の外国人養親との縁組でしたが、戸籍法７３条の２の届を出せますか？

特別代理人を証する書面が添付されていますか？

都道府県知事の許可書が添付されていますか？

届出期間を経過していますがよろしいですか？

届出期間を過ぎていますがよろしいですか？

届出期間を超過しています。よろしいですか？

届出人（母の親権者）２人の氏名が同一ですが、よろしいですか？

届出人が四親等内の親族か否か確認して下さい。

届出人が四親等内の親族か否か確認して下さい。よろしいですか？

届出人資格が後見人ですがよろしいですか？

届出人の所在地での届出ですか？

届出人は、後見人（後見監督人）ではありませんがよろしいですか？

届出人は、喪失宣告を受けないもう一方の親権者ですか？

００８

C04023

C04024

C04025

C04026

C04027

C04028

C04029

C04030

C04031

C04032

C04033

C04022

C04011

C04012

C04013

C04014

C04015

C04016

C04017

C04005

C04018

C04019

C04020

C04021

C04010

C04006

C04007

C04008

C04009

　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

C04001

C04002

C04003

C04004

コード
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（１０）

20515 







入籍先に母が在籍していませんがよろしいですか？

入籍先に養父が在籍していませんがよろしいですか？

入籍先に養母が在籍していませんがよろしいですか？

入籍人配偶者の父と入籍先の父は同一人ですか？

入籍人配偶者の母と入籍先の母は同一人ですか？

入籍日から１００日を超えていませんが、離死別日に間違いはありませんね？

０１１

C05038

C05039

　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

C05034

C05035

C05036

C05037

コード
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第　２

メ ッ セ ー ジ 一 覧 表
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（１０）

20518 



配偶者からの認知ではなく、婚姻成立後２００日を経過していないですね。

廃除者氏名と被廃除者の戸籍の記載の氏名が異なりますがよろしいですか？

入るべき戸籍に在籍者が存在するものとして処理を続行しますか？

入るべき戸籍の父と届書の母は婚姻しているものとして処理を続行しますか？

母に前離婚の履歴がないものとして処理を続行しますか？

母の国籍証明書の添付がありますか？

母の配偶者は国籍取得の父と同じですね。

母の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書はありますか？

母の本国法により認知することが出来る旨の証明書はありますか？

判決の謄本・確定証明書（調停・和解・認諾調書の謄本）が添付されていますね。

判決の謄本及び確定証明書がありますか？

被認知者は成年者（成年擬制も含む）ですか？

表示された戸籍事項を削除してよろしいですか？

表示された身分事項を削除してよろしいですか？

夫婦の在留カード等が添付され、在留期間（１年）を過ぎていますか？

復氏届を兼ねることが出来る届出に間違いありませんね。

復籍する戸籍に間違いはありませんか？

父母の婚姻後の出生届ですか？

父母の嫡出子であり、父母の国籍証明資料があるものとして処理を続行しますか？

父母の離婚後の出生届ですか？

父母又は母が無国籍人であることの証明書があるものとして処理を続行しますか？

平和条約発効に該当する国ですか？

保佐人は２０歳未満ですが、よろしいですか？

本来、廃除される者が届出人になることは出来ません。よろしいですか？

変更後の氏は、当該届書で変更可能な氏ですか？

保佐人の就職日は被保佐人との婚姻日であるものとして処理を続行しますか？

母に婚姻の履歴はありませんね。

母に前婚姻解消の履歴がないものとして処理を続行しますか？

母の非嫡出子であり、母の国籍証明資料があるものとして処理を続行しますか？

父母の婚姻後の出生ですか？

父母は婚姻しているものとして処理を続行しますか？

父母又は母が無国籍人であるものとして処理を続行しますか？

被認知者は禁治産者ですか？

０１２

C06023

C06024

C06025

C06026

C06027

C06028

C06029

C06030

C06031

C06032

C06033

C06022

C06011

C06012

C06013

C06014

C06015

C06016

C06017

C06005

C06018

C06019

C06020

C06021

C06010

C06006

C06007

C06008

C06009

　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

C06001

C06002

C06003

C06004

コード
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養母は婚姻したことがありますか？

養母は審判日に２５歳に達していませんが、よろしいですか？

養子は養父又は養母の非嫡出子で、養父又は養母が親権者ですか。

養子は、後見を受けていますね。

０１６

コード 　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

C08067

C08068

C08069

C08070

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成３１年　３月３１日 ２２
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主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 １４／４８

（１０）

20523 







未成年後見人（未成年後見監督人）は２０歳未満ですが、よろしいですか？

届出人は、未成年後見人（未成年後見監督人）ではありませんがよろしいですか？

成年後見人からの届出ですが、成年後見登記の登記事項証明書のチェックは行いましたか？

事件本人は１５歳以上です。法定代理人の届出でよろしいですか？

未成年後見人は、入籍相手と同一人ですか？

被認知者は成年被後見人ですか？

成年後見人（成年後見監督人・特別代理人）の承諾がありますか？

未成年後見人・未成年被後見人の縁組なので、家庭裁判所の許可書の添付がありますか？

特別代理人が届出人になれるケースですか？

養子は未成年後見を受けていますね？

外国の方式により離婚が成立した旨の証書または証明書の添付がありますか？

親権区分ｎの親権指定は必要ですか？

届書の届出人欄に外国人配偶者の署名がありますか？

構成員のカナ氏が筆頭者のカナ氏と異なりますがよろしいですか？

未成年後見人選任を証する書面が添付されていますか？

死亡養親との離縁で届出人が未成年後見人ではありませんがよろしいですね？

外国人からだけの証書提出ではないですね？

性同一性障害の記録があります。元の戸籍に戻れますか？

父に性同一性障害の記録があります。父に間違いありませんね？

母に性同一性障害の記録があります。母に間違いありませんね？

性同一性障害の記録があります。入力した戸籍に入籍できますか？

父又は母の氏名が空欄ですが、父母との続柄に間違いはありませんね？

父母氏名双方に入力があります。父母との続柄が男又は女ですが間違いはありませんね？

復する氏に間違いはありませんか？

父氏名と届出人氏名が異なりますがよろしいですね？

母氏名と届出人氏名が異なりますがよろしいですね？

受領日と送付日が同一です。処理をしてよろしいですか？

養親の配偶者が養子の親権者ですか？

妻から新戸籍を編製する申出又はそれに準ずる事項がありますか。

妻は従前の戸籍に戻れませんね。

新本籍は妻の従前の本籍と同一の場所ですね。

夫から新戸籍を編製する申出又はそれに準ずる事項がありますか。

夫は従前の戸籍に戻れませんね。

第　２

メ ッ セ ー ジ 一 覧 表
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

4
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（１０）
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平成　６年１２月　１日 平成２８年　３月３１日 １９

C11010

コード 　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

C11001

C11002

C11003

C11004

C11005

C11006

C11007

C11008

C11009

C11022

C11011

C11012

C11013

C11014

C11015

C11016

C11017

C11018

C11019

C11020

C11021

０１７－２

C11023

C11024

C11025

C11026

C11027

C11028

C11029

C11030

C11031

C11032

C11033
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新本籍は夫の従前の本籍と同一の場所ですね。

死亡日から届出日まで１ヶ月を経過しています。処理をしてよろしいですか？

届出人資格名称が親族以外です。よろしいですか？

後見人等の資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本が添付されていますか？

日本人父又は母が構成員で、外国人配偶者との嫡出子出生届です。

子は準正嫡出子（父母が婚姻している）ですね。

子は非嫡出子（父母が婚姻していない）ですね。

養親の国籍が、縁組成立時と異なる可能性がありますが、よろしいですね。

養親の国籍が、縁組成立時と異なる可能性がありますが、よろしいですね。

告示日から１箇月を経過していますが、交付日から１箇月は経過していませんね？

養子に単独親権の記録がありますか。

養父の配偶者の同意書がありますか？又は養父の配偶者が縁組の代諾者ですか？

養母の配偶者の同意書がありますか？又は養母の配偶者が縁組の代諾者ですか？

同一戸籍内縁組ではありませんね？

夫婦の本国法により協議離婚を日本法に従って行えますか？

夫婦の住所の登録が明らかになる書類が添付され、常居所が日本ですか？

届出人（父）氏名と養子の父の氏名が異なっていますが、よろしいですか。

届出人（母）氏名と養子の母の氏名が異なっていますが、よろしいですか。

届出人（養父）氏名と養子の戸籍の養父氏名が異なっていますが、よろしいですか。

届出人（養母）氏名と養子の戸籍の養母氏名が異なっていますが、よろしいですか。

戸籍法第９２条２項の報告は、戸籍法第９２条１項と同時に報告されていますか？

許可の審判確定日に入力がありますがよろしいですか？

許可の審判確定日に入力がありませんがよろしいですか？

出生時、母年齢が５０歳以上です。出生施設は医療法上の病院ですか？

出生子の年齢が学齢を越えています。受理してよろしいですか?

処理照会要件は、法務局に照会済ですね。

待婚期間が１００日を経過していません。再婚が可能か確認しましたか？

民法第７３３条第２項に該当する再婚ですか？

０１７－３

C11056

C11057

C11058

C11059

C11060

C11061

C11055

C11044

C11045

C11046

C11047

C11048

C11049

C11050

C11038

C11051

C11052

C11053

C11054

C11043

C11039

C11040

C11041

C11042
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改正前国籍法下での渉外婚姻です。父の新戸籍編製後出生処理を行って下さい。

改正前国籍法下での渉外婚姻です。母の新戸籍編製後出生処理を行って下さい。

該当の受領番号で未決裁の届はありません。

該当の受領番号の届書は現在処理中です。決裁は行えません。

該当の受領番号の届と選択された事件が異なります。

該当の受領番号の届は、照会ではありません。

該当のデータはありません。

仮戸籍がありませんので移記事項処理は行えません。

この届出による新戸籍編製では移記の処理はできません。

管掌者コードが間違っています。

関連エラーがあります。正しく入力して下さい。

関連受領番号の受付帳は『死亡』以外ですので、処理出来ません。

関連受領番号の受付帳は削除済ですので、手処理で記載して下さい。

基本となる届の受領番号を入力して下さい。

決裁する届の番号を選択して下さい。

決裁用帳票が必要ならば出力区分を入力し仮戸籍を更新して下さい。

項目エラーがあります。正しく入力して下さい。

改正前国籍法下での渉外の婚姻です。審査結果入力で処理して下さい。

戸籍変動区分に間違いがなければ審査結果入力で処理して下さい。

改正前国籍法以前の国外出生の出生届は審査結果入力で処理して下さい。

帰化記録者資格に父を入力する必要はありません。

第　２
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E03005

E03018

E03019
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E03015

E03016

E03017

０２０
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作成された受付帳は１件だけです。

指定した該当者に対して移記の処理はできません。

指定日は入力できません。

指定日を入力して下さい。

収日は入力できません。

出生又は認知の記録が２件以上あります。不要な記録を削除して下さい。

処理選択番号が違います。再度、入力して下さい。

処理番号を入力して下さい。

新記録順位が重複しています。

新記録順位は設定可能範囲を超えています。

審査結果入力で処理して下さい。

審査処理で記録した転籍事項ですので、修正・削除はできません。

審査で記録した事項ですので削除できません。

審査で記録した事項ですので修正できません。

処理を続行して入力項目チェックを行って下さい。

実行キーを押下しないと決裁処理はできません。

実行キーを押さないと処分決定は処理できません。

従前からある記録事項ですので削除できません。

従前からある記録事項ですので修正できません。

除籍者に対して移記の処理はできません。

選択した届書ファイルは他で処理中です。決裁処理することはできません。

選択に該当するデータはありません。

選択番号に誤っています。正しく入力して下さい。

選択番号が誤りです。正しく入力して下さい。

前回の処理で作成された受付帳が決裁済みになっています。

前回の届書審査で作成された受付帳の数と今回の受付帳の数が異なります。

出生日が新国籍法施行前の出生処理は、審査結果入力で処理して下さい。

収日を入力して下さい。

受理・処理照会です。発日を入力して下さい。
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新本籍又は筆頭者に入力がありません。入力して下さい。

事件本人は２０歳以上です。未成年後見人は届出人になれません。

事件本人は成年擬制者です。未成年後見人は届出人になれません。

事件本人に未成年後見事項がありません。未成年後見人は届出人になれません。

未成年後見人・未成年被後見人の縁組はできません。

外国人同士が国外で協議離婚した旨の届出は受理できません。

親権区分ｎは入力不要です。削除して下さい。

養子には未成年後見人がいません。

新本籍と従前の本籍は同一でなければなりません。

入るべき戸籍に母が在籍していない為、審査結果業務より処理して下さい。

死亡者との離縁は、創設的届です。離縁種別は協議です。離縁許可日の入力が必要です。

出生、胎児認知が受理分以外の場合は審査結果業務で処理して下さい。

入るべき戸籍に父母が在籍していない為、審査結果業務より処理して下さい。

関連受領番号の入力がないため、報告日の確認がとれません。審査結果業務より処理してください。

日本法の方式に従って協議離婚はできません。

外国方式の協議離縁届と親権届を同時に入力できません。届書ごとに入力して下さい。

外国方式の協議離縁届と未成年後見届を同時に入力できません。届書ごとに入力して下さい。

父の名が違います。入籍届を処理する前に父欄の更正を行ってください。

母の名が違います。入籍届を処理する前に母欄の更正を行ってください。

養父の名が違います。入籍届を処理する前に養父欄の更正を行ってください。

養母の名が違います。入籍届を処理する前に養母欄の更正を行ってください。

同一人でないため、父母欄更正できません。

家庭裁判所の許可が必要な入籍です。

０２７－１

E11023
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E11012

E11013

E11014

E11015

E11016

E11017

E11005

E11018

E11019

E11020

E11021

E11010

E11006

E11007

E11008

E11009

　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

E11001

E11002

E11003

E11004

コード

適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成２７年　３月　１日 １８
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（１０）

20538 



「処理照会」には変更できません。

「受理」には変更できません。

「受理照会」には変更できません。

「受理処分の撤回」には変更できません。

「取り下げ」には変更できません。

「不受理」には変更できません。

「返戻」には変更できません。

ＰＦ３キーでデータが削除されます。

「保留」には変更できません。
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　　　　　メ　　ッ　　セ　　ー　　ジ

M01001

M01002

M01003

M01004

コード

M01005

M01006

M01007

M01008

M01009

０２８
20539 



















外国人同士の外国における婚姻届は受理出来ません。

養子に共同親権の記録をして下さい。

養子に共同親権の記録が必要か確認してください。

子（養子）に共同親権の記録が必要か確認してください。

養父母欄が空欄になります。必要に応じて養父母氏名を移記処理で入力して下さい。

届出期間を経過していますので注意して下さい。

父に子の国籍取得事項の記録が必要です。父が本籍人であれば、審査結果入力処理で記録して下さい。

父に性同一性障害の記録があります。よろしければ処理を続行してください。

届出人の年齢が１５歳未満です。受理照会が必要な届です。

法務局に照会して下さい。
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適　　　用　　　業　　　務　　　名 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日 ２０

M10010
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M10001

M10002

M10003

M10004

M10005

M10006

M10007

M10008

M10009

０３６－１ 20548 







外国人出生子が国外で出生した出生届は受理できません。

外国人出生子の場合、入るべき戸籍には入力できません。

外国人出生子の場合の入力項目に入力がありません。

外国人同士の証書提出は受理できません。

外国人同士の国外で行われた裁判離婚届は受理できません。

外国人との縁組では氏に変更がないので、戸籍法７３条の２の届はできません。

外国人は、戸籍法７３条の２の届を出すことができません。

外国人配偶者が死亡しています。

外国で成立した外国人同士の裁判認知届は受理できません。

改正国籍法以前の国外出生の届出人が父母以外です。

改正戸籍法施行前の出生子は外国人です。入るべき戸籍へは入力できません。

改正前国籍法下での出生子は外国人です。入るべき戸籍へは入力できません。

改正前法例前における事実主義にもとづく父欄の入力はできません。

該当者は氏を称する入籍はできません。

該当者は従前の氏を称する入籍はできません。

該当者は既にある戸籍に入る入籍はできません。

該当者は同籍する入籍はできません。

帰化種別が間違っています。

帰化種別か連署人指定に間違いがあります。

強制認知による胎児認知はできません。

後見人・被後見人の縁組はできません。

後見人（後見監督人）は禁治産宣告を受けています。

後見人（後見監督人）は準禁治産宣告を受けています。

後見人（後見監督人）は破産宣告を受けています。

構成員の更正区分に誤りがあります。

構成員の生存配偶者の離縁では、縁組前の氏に戻る新戸籍編製はできません。

構成員の生存配偶者の離縁では、復氏を兼ねる届しか元の戸籍には戻れません。

更正区分にも誤りがあります。

国外で出生した出生子の出生届は受理できません。

国外での出生の場合、出生届は受理できません。

国籍法１７条２項は国籍喪失者の国籍取得です。再度内容を確認して下さい。

戸籍の異動がないので、戸籍法７３条の２の届を出すことができません。

戸籍編製区分が正しくありません。再入力して下さい。
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S03009

S03022

S03011

S03012

S03013

S03014

S03015

S03016

S03017

０３９

S03023

S03024

S03025

S03026

S03027

S03028

S03029

S03030

S03031

S03032

S03033

20551 



戸籍変動区分が正しくありません。再入力して下さい。

戸籍変動区分が間違っています。

戸籍変動区分に間違いがなければ審査結果入力で処理して下さい。

戸籍変動に係わる情報が正しくありません。

子につき新戸籍編製ですが、新戸籍欄への入力がありません。

この事件本人は届出の資格がありません。

婚姻適齢に達していません。

後見人の就職日は、被後見人との婚姻日でなければなりません。

強制認知の裁判の対象父を入るべき戸籍又は届書の父欄に入力して下さい。

現夫による胎児認知は出来ません。胎児認知無効の処理を行って下さい。

現夫の嫡出子です。胎児認知無効の処理を行って下さい。

現夫の嫡出子です。胎児認知欄は入力出来ません。
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S03036

S03037

コード

S03038

S03043

S03039

S03040

S03041

S03042

S03044

S03045

０４０
20552 





親権指定者の有無に誤りがあります。

親権指定者の有無に誤りがあります。（親権指定なし）

親権者は禁治産者です。

新戸籍の本籍は管内へ作成して下さい。

新戸籍は作成出来ません。

新戸籍欄へ入力して下さい。

新戸籍を作成しなければいけません。

新戸籍を編製するのに、養子の名と筆頭者の名が異なります。

新本籍には入力出来ません。

新本籍又は筆頭者に入力があります。

新本籍又は筆頭者に入力がありません。入力して下さい。

新本籍を入力して下さい。

既に準禁治産宣告を受けています。

既に胎児認知届けがだされています。

既に認知されている子を認知することはできません。

生存配偶者は届出できません。

成年者の承諾がなければ認知できません。

成年に達してから１年を経過しています。

前夫の嫡出子です。入力した戸籍には入籍できません。

送付分の届書としては処理できません。

出生後に胎児認知があります。胎児認知無効の処理を行って下さい。

出生子の国籍を入力して下さい。

出生子の生年月日は、西暦でなければなりません。

出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。

出生子は外国人です。出生子の生年月日を西暦で入力して下さい。

出生子は、母の現在戸籍への入籍です。母の現在戸籍を入力して下さい。

準正嫡出子出生の場合の届出人資格に間違いがあります。

前夫の嫡出子です。前夫及び前夫との婚姻事項を入力して下さい。
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S04038

S04051

S04052

S04053

S04054

S04043

S04039

S04040

S04041

S04042

S04055

S04044

S04045

S04046

S04047

S04048

S04049

S04050

０４２

S04056

S04057

S04058

S04059

S04060

S04061

20554 



胎児認知届は母の住所地に届け出て下さい。

胎児認知届は母の本籍地に届け出て下さい。

父の判断が出来ないため、親子関係不存在対象夫の判断ができません。

父の判断ができないため、嫡出否認対象夫の判断ができません。

父は既に存在します。

父又は母が届出人でないため新本籍、新筆頭者の入力はできません。

父未定の子です。届書の父欄へは入力できません。

父を定める裁判の対象夫と届書の父が違います。

父を定める裁判の対象夫と入るべき戸籍の父が違います。

父を定める訴の裁判は有りえません。

嫡出子出生処理のため、新戸籍欄には入力できません。

嫡出子を認知することはできません。

嫡出否認の裁判が確定しているため、離婚前の戸籍へは入籍できません。

妻に婚姻事項がありません。

同一人でないため、父母欄更正はできません。

当該届書は受理できません。

同時入籍の入籍先は既にある戸籍でなければなりません。

同時入籍での入籍者は構成員でなければなりません。

同時入籍での入籍者は未婚でなければなりません。

同時入籍での入籍元戸籍は同一戸籍内でなければなりません。

特別代理人の他に届出人がいる場合は審査結果入力で処理して下さい。

特別養子を認知することはできません。

届後戸籍での配偶者区分に間違いがなければ審査結果入力で処理して下さい。

届書の失踪宣告者は既に除籍となっています。

届書の死亡者は既に除籍となっています。

届書の父と入るべき戸籍の父が違います。入るべき戸籍欄には入力できません。

届書の父欄に入力があり母欄に入力がありません。母欄を入力して下さい。

届書の父欄には裁判の対象夫を入力して下さい。

届書の父母は婚姻していません。

届出期間を経過しているので受理できません。

届出期間を超過しています。

届出資格を有していません。

届出人資格１と届出人資格２が重複しています。
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０４３

S05023

S05024

S05025

S05026

S05027

S05028

S05029

S05030

S05031

S05032

S05033
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配偶者－配偶者区分には誤りがあります。

配偶者とともに届出が必要です。

配偶者の有無区分を' 有 'にして下さい。

配偶者は届出できません。

廃除者は死亡（失踪）していないので、遺言執行者は届出人になれません。

入るべき戸籍に在籍者がいないので出生業務からは処理できません。

入るべき戸籍には裁判の対象夫を入力して下さい。

入るべき戸籍の構成員と出生子の名（漢字）が同じです。

入るべき戸籍の父と出生子の氏（漢字）が違います。

入るべき戸籍の父と出生子の名（漢字）が同じです。

入るべき戸籍の父は胎児認知者となることは出来ません。

入るべき戸籍の母と出生子の氏（漢字）が違います。

入るべき戸籍の母と出生子の名（漢字）が同じです。

発収簿処理をして下さい。

母構成員、除籍の場合、出生処理からは処理できません。

母前離婚前出生の場合、入るべき戸籍は母の前離婚当時の戸籍です。

母との戸籍上の続柄は男・女又は空欄でなければなりません。

母に婚姻の履歴がないため、親子関係不存在対象夫の判断ができません。

母に婚姻の履歴がないため、嫡出否認対象夫の判断ができません。

母につき新戸籍ですが、新戸籍欄への入力がありません。

母の夫＝届書の夫、且つ、届出人が父の場合、胎児認知日には入力できません。

母の現在の戸籍へ入籍です。新戸籍欄への入力はできません。

母の承諾がなければ胎児認知できません。

母は無籍者です。受理照会となります。

被後見人は禁治産宣告を受けています。

被後見人は禁治産宣告を受けていません。

被後見人は婚姻しています。

被後見人は未成年者です。

被後見人は未成年者ではありません。

非嫡出子出生の場合の届出人資格に間違いがあります。

非嫡出子のため、届書の父欄への入力はできません。

筆頭者が外国人配偶者と婚姻中ではありません。

筆頭者は届出できません。
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S07030

S07031
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未成年被後見人は未成年者です。

未成年被後見人は未成年者ではありません。

未成年被後見人は婚姻しています。

未成年後見人（未成年後見監督人）は破産宣告を受けています。

性同一性障害の記録があります。審査結果入力で処理して下さい。

養父母欄が空欄になります。必要に応じて養父母氏名を移記処理で入力して下さい。

日本人父又は母が構成員で、外国人配偶者との嫡出子出生届です。

養子に共同親権の記録が必要か確認してください。

子（養子）に共同親権の記録が必要か確認してください。

入るべき戸籍の母が除籍者です。入るべき戸籍に誤りがなければ、審査結果入力にて処理してください。

未成年被後見人が婚姻しているため、未成年後見終了届は出せません。

終了日は20歳の誕生日の前日でなければなりません。

未成年被後見人は婚姻していますか。

０５０
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